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一　

大
平
正
芳
外
相
と
評
論
家
・
萩
原
延
壽

戦
後
の
外
務
省
文
書
が
初
め
て
公
開
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日

の
こ
と
で
あ
る
。
原
本
で
は
な
く
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
公
開
で
は
あ
る

が
、
占
領
期
の
外
務
省
文
書
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
初
と
な
る
三

〇
年
ル
ー
ル
の
実
施
で
あ
っ
た
。
当
時
は
三
木
武
夫
内
閣
で
、
外
相
は
宮
澤
喜
一

だ
っ
た
が
、
外
交
記
録
公
開
を
推
進
し
た
の
は
田
中
角
栄
前
内
閣
の
大
平
正
芳
外

相
で
あ
る
。
大
平
は
遅
く
と
も
佐
藤
栄
作
内
閣
末
期
ま
で
に
、
欧
米
で
は
一
般
的

な
三
〇
年
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
た
。

大
平
や
外
務
省
が
記
録
公
開
の
方
針
を
進
め
た
背
景
と
し
て
、
四
点
を
指
摘
し

た
い
。
い
ず
れ
も
佐
藤
内
閣
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
国
際
文
書
館
評
議
会
（International Council on A

rchives
）

第
六
回
大
会
が
一
九
六
八
年
九
月
に
マ
ド
リ
ー
ド
で
開
催
さ
れ
、
三
〇
年
ル
ー
ル

を
採
択
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
一
九
四
八
年
の
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
設
立
が
決
め
ら
れ
た

Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
と
し
て
パ
リ
に
本
部
を
置
く
。
こ
こ
で

の
三
〇
年
ル
ー
ル
は
「
三
〇
年
を
超
え
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
三
〇
年
で

文
書
公
開
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
早
期
の
公
開
に
努
め
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
そ

れ
ま
で
は
五
〇
年
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
く
、
三
〇
年
ル
ー
ル
が
国

際
的
に
定
着
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
（
１
）。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ク
ソ
ン
（Richard M

ilhous N
ixon

）
大
統
領
が

一
九
七
二
年
三
月
八
日
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
公
文
書
の
自
動
解
除
に
つ
い
て
行
政

命
令
第
一
一
六
五
二
号
を
発
し
た
。
命
令
は
六
月
一
日
に
発
効
と
な
る
。

秘
密
指
定
に
は
、「
最
高
秘
密
（top secret

）」、「
秘
密
（secret

）」、「
秘

（confi dential

）」
の
三
段
階
が
あ
る
。
行
政
命
令
に
よ
る
と
、「
最
高
秘
密
」
は

作
成
か
ら
二
年
後
に
「
秘
密
」、
さ
ら
に
二
年
後
に
は
「
秘
」
に
格
下
げ
し
、「
秘
」

は
六
年
で
秘
密
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
最
高
秘
密
」
文

書
は
原
則
と
し
て
計
一
〇
年
で
秘
密
指
定
を
解
除
さ
れ
る
。「
秘
密
」
文
書
は
二

年
後
に
「
秘
」、
そ
こ
か
ら
六
年
、
計
八
年
で
解
除
と
な
る
。「
秘
」
文
書
は
六
年

で
解
除
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
秘
密
指
定
さ
れ
た
文
書
は
原
則
と
し
て
六
年
か
ら
一
〇
年
で
解

除
さ
れ
、
一
九
六
六
年
制
定
の
情
報
自
由
法
（Freedom

 of Inform
ation A

ct, 

FO
IA

）
で
開
示
請
求
が
可
能
と
な
り
、
三
〇
年
後
に
は
ほ
か
の
文
書
と
と
も
に

論
文

三
〇
年
ル
ー
ル
の
起
源
と
外
交
記
録
公
開
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
公
開
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
安
全
保
障
上
の
理
由

な
ど
か
ら
適
用
除
外
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、一
九
七
二
年
五
月
三
一
日
以
前
の「
最

高
秘
密
」「
秘
密
」
文
書
に
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
限
界
が

あ
っ
た
。

こ
の
大
統
領
行
政
命
令
が
、
日
本
の
新
聞
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
形
跡
は

な
い
。
し
か
し
、
外
務
省
や
国
会
図
書
館
は
そ
の
こ
と
を
把
握
し
て
お
り
、
文
書

公
開
に
対
す
る
官
民
の
関
心
を
高
め
る
遠
因
と
な
っ
た
（
２
）。

第
三
に
、
佐
藤
内
閣
末
期
の
一
九
七
二
年
三
月
二
七
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会

で
社
会
党
の
橫よ
こ

路み
ち

孝た
か

弘ひ
ろ

と
楢な
ら

崎さ
き

弥や

之の

助す
け

が
「
復
元
費
密
約
」
に
か
か
わ
る
外
務

省
極
秘
電
報
を
暴
露
し
た
。「
復
元
費
密
約
」
と
は
、
沖
縄
返
還
で
の
ア
メ
リ
カ
軍

用
地
復
元
補
償
費
の
う
ち
、
日
本
側
が
四
〇
〇
万
ド
ル
を
肩
代
わ
り
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
外
務
省
文
書
が
注
目
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。

第
四
に
、
大
平
は
、
萩は
ぎ

原わ
ら

延の
ぶ

壽と
し

「
外
国
交
際
の
決
め
手
に
な
る
も
の
―
―
坂

野
正
高
著
『
現
代
外
交
の
分
析
』」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
二
年
五
月
号
）
を
読

ん
で
い
た
。

評
論
家
の
萩
原
は
同
稿
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
三
〇
年
ル
ー
ル
が
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
で
は
三
〇
年
未
満
で
公
開
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
萩
原
は
日
本

外
務
省
に
対
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
方
式
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
方
式
に
せ
よ
、
す
く

な
く
と
も
『
三
十
年
』
ぐ
ら
い
を
限
度
に
し
て
、『
外
交
文
書
』
の
一
切
を
研
究

者
に
公
開
す
る
制
度
を
は
っ
き
り
確
立
す
る
こ
と
、こ
れ
を
つ
よ
く
希
望
し
た
い
」

と
主
張
し
た
。

す
で
に
終
戦
ま
で
の
外
務
省
文
書
は
外
交
史
料
館
で
公
開
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
以
後
の
記
録
を
凍
結
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
萩
原
は
文
書
公
開

を
「
外
交
の
民
主
的
統
制
」
の
一
環
と
位
置
づ
け
た
（
３
）。

萩
原
の
論
文
は
、
坂
野
正
高
『
現
代
外
交
の
分
析
│
│
情
報
・
政
策
決
定
・
外

交
交
渉
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
と
い
う
学
術
書
を
読
み
解
き
な

が
ら
、政
治
課
題
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
と
い
う
「
書
評
形
式
に
よ
る
時
評
」
だ
っ

た
。
総
合
雑
誌
に
し
て
は
、地
味
な
部
類
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
大
平
の
目
に
と
ま
っ

た
の
は
、
大
平
に
近
し
い
伊
藤
昌
哉
と
萩
原
が
知
り
合
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
伊
藤
は
、
元
池
田
勇
人
首
相
の
秘
書
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
伊
藤
は

東
急
建
設
監
査
役
と
な
る
が
、
首
相
期
に
至
る
ま
で
大
平
の
「
陰
の
相
談
役
」
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
心
の
友
」
と
呼
ば
れ
る
間
柄
だ
っ
た
（
４
）。

伊
藤
は
大
平
と
の
会
話
の
な
か
で
、
知
人
の
萩
原
の
論
文
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
萩
原
は
、
大
平
没
後
に
「
三
十
年
ル
ー
ル
の
こ
と
」
を
し
た

た
め
て
い
る
。

た
ま
た
ま
伊
藤
昌
哉
さ
ん
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
、
大
平
さ
ん
と
わ
た
し

と
の
関
係
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
お
わ
り
で
あ
っ
た
。

な
に
か
の
機
会
に
伊
藤
さ
ん
は
わ
た
し
の
こ
と
を
大
平
さ
ん
に
は
な
し
た

ら
し
く
、
大
平
さ
ん
は
旧
友
伊
藤
さ
ん
の
こ
と
ば
に
信
を
お
き
、
や
が
て
わ

た
し
の
雑
文
に
も
と
き
お
り
目
を
通
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。〔
中

略
―
―
引
用
者
注
、
以
下
同
様
〕

そ
れ〔「
外
国
交
際
の
決
め
手
に
な
る
も
の
」〕が
大
平
さ
ん
の
目
に
と
ま
っ

た
ら
し
い
。
大
平
さ
ん
が
田
中
内
閣
の
外
相
（
昭
和
四
十
七
年
七
月
―
昭
和



－ 41 －

三〇年ルールの起源と外交記録公開（服部）

四
十
九
年
七
月
）
を
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
あ
る
日
、
わ
た
し
は
こ
の
こ

と
で
大
平
さ
ん
に
呼
ば
れ
た
が
、
大
平
さ
ん
は
す
で
に
「
三
十
年
ル
ー
ル
」

の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
い
て
、
わ
た
し
が
説
明
を
く
り
か
え
す
必
要
は
な

か
っ
た
。「
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
ひ
と
こ
と
い
わ
れ
て
、あ
と
は
雑
談
に
な
っ

た
。
ま
ず
自
分
の
関
係
し
て
い
る
外
務
省
の
文
書
に
つ
い
て
、「
三
十
年
ル
ー

ル
」
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
大
平
さ
ん

の
真
摯
な
顔
つ
き
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

や
が
て
大
平
さ
ん
は
こ
れ
を
国
会
で
公
約
し
（
昭
和
四
十
八
年
六
月
）、

そ
れ
か
ら
準
備
の
期
間
が
あ
っ
て
、
外
務
省
が
「
三
十
年
ル
ー
ル
」
の
実
施

を
発
表
し
た
の
は
昭
和
五
十
年
十
二
月
で
あ
る
が
、
そ
の
種
を
ま
い
た
の
は

大
平
さ
ん
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
拙
文
は
ほ
ん
の
ひ
と
つ
の
機
縁
に
す
ぎ
ず
、
学
会
〔
マ
マ
〕や
言
論
界

で
た
か
ま
っ
て
い
た
要
望
を
大
平
さ
ん
が
く
み
上
げ
た
と
い
う
の
が
正
確
で

あ
る
が
、
わ
た
し
は
こ
の
大
平
さ
ん
の
快
挙
を
記
録
に
の
こ
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。
大
平
さ
ん
は
こ
う
い
う
地
の
塩
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
ひ
と
で

あ
っ
た
（
５
）。

す
で
に
池
田
内
閣
で
外
相
を
務
め
て
い
た
大
平
は
、
田
中
内
閣
で
再
び
外
相
に

就
任
す
る
。
二
度
目
の
外
相
と
し
て
、
外
務
省
文
書
の
公
開
に
熱
意
を
示
し
た
の

で
あ
る
。

大
平
と
萩
原
の
初
対
面
が
い
つ
だ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、

萩
原
は
伊
藤
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
う
え
、「
首
相
池
田
勇
人
論
」（『
中
央
公
論
』

一
九
六
四
年
七
月
号
）
や
「
池
田
時
代
の
遺
産
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
四
年

一
二
月
号
）
な
ど
を
発
表
し
て
い
た
。
面
識
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
大
平
は
遅

く
と
も
こ
の
時
点
で
萩
原
の
名
前
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
（
６
）。

大
平
の
秘
書
官
だ
っ
た
森
田
一
の
日
記
に
は
、
萩
原
の
名
前
が
一
九
七
二
年
か

ら
一
九
七
六
年
の
間
に
七
回
ほ
ど
出
て
く
る
。
そ
の
内
訳
は
、
大
平
の
田
中
内
閣

外
相
期
に
四
回
、
田
中
内
閣
蔵
相
期
に
一
回
、
三
木
内
閣
蔵
相
期
に
二
回
と
な
っ

て
い
る
。
萩
原
は
東
京
工
業
大
学
教
授
の
永
井
陽
之
助
、
評
論
家
の
江
藤
淳
、
東

京
大
学
教
授
の
京
極
純
一
ら
と
と
も
に
大
平
と
何
度
か
会
っ
て
お
り
、
昭
和
天
皇

訪
米
の
是
非
な
ど
を
含
め
て
意
見
を
交
わ
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
大
平
は
何
度
も
萩
原
と
会
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
萩
原
の

意
向
は
伊
藤
を
通
じ
て
大
平
に
伝
わ
っ
て
い
た
。伊
藤
は
森
田
日
記
に
頻
出
す
る
。

た
だ
し
、
福
田
赳
夫
内
閣
の
幹
事
長
期
、
大
平
内
閣
期
に
つ
い
て
は
森
田
日
記
が

存
在
せ
ず
、
大
平
自
身
の
日
記
や
手
帳
メ
モ
に
萩
原
は
出
て
こ
な
い
（
７
）。

な
ら
ば
評
論
家
の
萩
原
と
は
、
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
の
ち
に
『
馬

場
辰
猪
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）、『
遠
い
崖
―
―
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト

ウ
日
記
抄
』
全
一
四
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
―
二
〇
〇
一
年
）、『
東
郷
茂

徳
―
―
伝
記
と
解
説
』（
原
書
房
、
一
九
八
五
年
）、『
陸
奥
宗
光
』
上
下
巻
（
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
著
す
萩
原
だ
が
、
も
と
も
と
は
一
九
五
六
年

か
ら
国
会
図
書
館
に
勤
務
し
、
調
査
立
法
考
査
局
政
治
部
外
務
課
に
配
属
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
以
前
に
は
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
同
じ
大
学
の
大
学
院
に
進

み
、
岡
義
武
教
授
に
師
事
し
て
陸
奥
宗
光
を
研
究
し
た
。

萩
原
は
国
会
図
書
館
に
就
職
後
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
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や
議
会
図
書
館
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
レ
コ
ー
ド
・
オ
フ
ィ
ス
を
訪
れ
て

公
文
書
を
調
査
し
た
ほ
か
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
も
在
籍
し
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
か

ら
米
英
の
文
書
公
開
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
先
駆
的
だ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
党
首
を
描
い
た
「
ゲ
イ
ツ
ケ
ル
の
死
」（『
中
央
公
論
』

一
九
六
三
年
三
月
号
）
や
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
英
労
働
党
党
首
」（『
中
央
公
論
』

一
九
六
三
年
九
月
号
）
で
論
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
た
萩
原
は
、「〔
イ
ギ
リ
ス
の
〕
大
学

と
政
界
と
の
間
に
、
知
識
や
意
見
の
交
換
ば
か
り
で
な
く
、
人
的
な
交
流
も
日
本

と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
頻
繁
さ
で
行
わ
れ
る
」
と
説
い
て
い
た
。
萩
原
は
評
論

家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
在
野
の
歴
史
家
と
し
て
活
躍
す
る
（
８
）。

萩
原
の
公
的
な
役
職
は
、
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
務
め
た
国
際
交

流
基
金
運
営
審
議
会
委
員
だ
け
で
あ
っ
た
。
国
際
交
流
基
金
の
設
立
に
尽
力
し
た

の
は
佐
藤
内
閣
末
期
の
福
田
外
相
だ
が
、
実
際
に
発
足
し
た
の
は
田
中
内
閣
初
期

の
一
九
七
二
年
一
〇
月
二
日
で
あ
る
。
萩
原
を
委
員
に
推
し
た
の
は
、
大
平
外
相

の
よ
う
で
あ
る
（
９
）。

二　
「
民
主
主
義
の
根
本
」
―
―
大
平
外
相
答
弁

萩
原
か
ら
三
〇
年
ル
ー
ル
の
知
識
を
得
た
大
平
外
相
は
、
外
務
省
の
事
務
当
局

に
検
討
を
指
示
し
た
。
大
平
は
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
一
九
七
三
年
六
月
六
日
、

石
井
一
委
員
の
与
党
質
問
に
答
え
て
文
書
公
開
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

石
井　

外
務
省
は
戦
後
の
外
交
機
密
文
書
を
公
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
最
近
お
き
め
に
な
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う

か
。
そ
の
場
合
に
は
何
か
ら
何
ま
で
す
べ
て
を
公
開
さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
を

ど
う
い
う
形
で
、
ど
う
い
う
計
画
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
点
を
ひ

と
つ
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
平　

こ
の
こ
と
は
民
主
主
義
体
制
の
非
常
に
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
、
一
定
期
間
経
過
い
た
し
ま
し
た
外
交
文
書
と
い
う

も
の
を
公
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
た
い
へ
ん
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え

て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
こ
れ
を
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
取
り
進
め
て
ま
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
十

分
な
検
討
を
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ひ

と
つ
事
務
当
局
に
検
討
し
て
み
た
ま
え
と
い
う
こ
と
は
指
示
い
た
し
ま
し

た
。た

だ
、ま
だ
こ
う
い
う
検
討
を
指
示
し
た
だ
け
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

事
務
当
局
の
ほ
う
で
目
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
寄
り
寄
り
相
談
を
い
た
し
て

お
る
と
い
う
の
が
い
ま
の
実
情
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
い
つ
ま
で
の
も
の
を
公

開
す
る
か
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
範
囲
に
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ

か
ら
の
検
討
を
待
っ
て
判
断
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す）
10
（

。

大
平
は
六
月
二
〇
日
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
文
書
公
開
を
「
民
主
主
義
の
根

本
」
と
説
い
た
。
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秘
密
外
交
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
秘
密
外
交
と
い
う
の
は
絶
対
に

民
主
主
義
の
社
会
に
お
い
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
秘
密
外
交
と
い
う
の
が
往
々
に
し
て
誤
解
さ
れ
て
お

り
ま
し
て
、
交
渉
か
ら
始
ま
っ
て
妥
結
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
全
部
あ
ら
わ

に
し
な
い
と
、
秘
密
で
や
る
と
い
け
な
い
と
い
う
の
は
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
で
き
た
結
果
は
厘
〔
り
ご
う
〕

毫
も
残
さ
ず
公
表
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う

の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
過
程
は
両
当
事
者
に
お
い
て
な
る
べ
く
秘
密
に

や
ら
し
て
い
た
だ
く
ほ
う
が
、
私
は
交
渉
を
結
実
す
る
上
に
お
い
て
正
し
い

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
交
渉
過
程
と
い
え
ど
も
、
い
つ
ま

で
も
こ
れ
は
外
務
省
の
奥
深
く
退
蔵
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
の
で

す
。
だ
か
ら
、こ
の
間
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
河
上
〔
民
雄
社
会
党
議
員
〕

君
か
ら
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
外
交
文
書
と
い
う
も
の
を
公
開
す

る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
に
、
私
は
事
務
当
局
に
命
じ
た
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
民
主
主
義
の
根
本
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
や
っ
た
こ
と
は
や
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
こ
と

を
や
っ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
的
な
検
証
に
た
え
る
だ
け
の
こ

と
を
や
ら
な
い
と
申
し
わ
け
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
定
の
期
間
た

ち
ま
し
て
、
関
係
国
に
対
し
ま
し
て
も
支
障
が
な
い
と
い
う
段
階
に
な
り
ま

す
と
、
洗
い
ざ
ら
い
こ
れ
を
国
民
が
自
由
に
回
覧
で
き
る
、
学
者
は
こ
れ
を

活
用
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
す
べ
き
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

要
は
国
会
と
政
府
と
の
間
の
信
頼
関
係
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
ま
え
た
ち

は
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
何
か
こ
そ
こ
そ
や
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

よ
う
な
疑
惑
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
私

は
思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
十

分
筋
道
を
踏
ま
え
て
や
っ
て
ま
い
る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す）
11
（

。

さ
ら
に
大
平
は
一
九
七
四
年
三
月
四
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、「
民
主
主

義
の
根
本
的
な
要
件
の
一
つ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

日
米
合
同
委
員
会
の
会
議
録
は
ど
う
だ
と
い
う
御
質
疑
が
た
び
た
び
ご
ざ

い
ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
日
米
間
の
約
束
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
ま
ま
の
姿
で
御
提
出
す
る
こ
と
は
遠
慮
さ
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
態

度
で
終
始
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
要
旨
に
つ
き
ま
し
て
は

こ
の
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
国
会
に
御

報
告
を
申
し
上
げ
て
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

き
ょ
う
石
野
〔
久
男
社
会
党
議
員
〕
さ
ん
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
私
感
じ

る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
米
合
同
委
員
会
ば
か
り
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

外
交
の
交
渉
の
結
果
は
公
表
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
み
じ
ん
も
秘
密

が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
交
渉
の
過

程
と
い
う
も
の
は
、
公
開
の
場
で
、
い
つ
だ
れ
が
ど
う
い
う
状
況
の
も
と
で

ど
う
言
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
一
々
公
表
し
て
お
っ
た
の
で
は
交
渉

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
交
渉
自
体
は
公
表
い
た
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ

で
生
み
落
と
さ
れ
た
結
果
と
い
う
も
の
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
公
表
し
て
ま

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
た
て
ま
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
米
合
同
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委
員
会
の
会
議
録
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
交
渉
の
経
過
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
こ
で
第
何
回
の
合
同
委
員
会
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
き
め
た
と
い
う
場
合

に
は
、
そ
れ
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
公
表
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
は
ま
ず
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
主
主
義
の
社
会
に
お
き
ま
し
て
、
外
交
文
書
と
い
う

も
の
が
国
会
ば
か
り
で
な
く
国
民
が
手
に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
学
者

が
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
民
主
主

義
の
根
本
的
な
要
件
の
一
つ
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
先
進
諸
国
に
お
き
ま
し
て
も
、
外
交
文
書
と
い
う
も
の
は

二
十
五
年
と
か
三
十
年
た
て
ば
公
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
お

る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
私
は
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
私

は
事
務
当
局
に
検
討
を
命
じ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
わ
が
国
の
状

況
に
お
き
ま
し
て
、
ど
の
く
ら
い
た
て
ば
わ
れ
わ
れ
の
倉
の
中
に
あ
る
外
交

文
書
と
い
う
も
の
は
公
表
し
て
し
か
る
べ
き
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
と
存
じ
て
、
検
討
さ
せ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
れ

わ
れ
は
や
み
か
ら
や
み
に
秘
密
で
事
を
な
す
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は

い
け
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
い
つ
か
は
だ
れ
か
が
こ
れ
を
検
証
す
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
公
明
な
精
神
で
事
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
公
人
と
し
て
当
然
の
つ
と
め
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す）
12
（

。

三　

文
書
課
の
方
針
と
外
交
史
料
研
究
懇
談
会

大
平
は
こ
れ
ら
の
答
弁
と
前
後
し
て
、
外
務
省
の
官
房
長
や
文
書
課
長
に
戦
後

外
交
記
録
公
開
の
検
討
を
指
示
し
た
。
官
房
長
は
鹿
取
泰
衛
で
あ
り
、
一
九
七
四

年
六
月
七
日
か
ら
大
河
原
良
雄
と
な
る
。
文
書
課
長
は
秋
山
光
路
で
、
同
年
八
月

一
日
か
ら
藤
本
芳
男
に
代
わ
る）
13
（

。
外
務
省
は
諸
外
国
の
状
況
を
調
べ
た
う
え
で
、

戦
後
記
録
の
公
開
方
法
を
協
議
し
た
。
大
平
は
同
年
七
月
一
六
日
に
外
相
か
ら
、

田
中
内
閣
の
蔵
相
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
七
四
年
一
二
月
九
日
に
は
三
木
内
閣
が
成
立
し
、
外
相
は
宮
澤
と
な
る
。

大
平
は
三
木
内
閣
で
蔵
相
に
留
任
し
た
。
宮
澤
が
外
交
記
録
公
開
に
熱
心
だ
っ
た

と
い
う
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い）
14
（

。
宮
澤
が
不
熱
心
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
平

が
例
外
的
に
先
見
の
明
を
持
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
外
務
省
の
反
応
は
鈍
か
っ
た
。
記
録
公
開
の
「
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
」

と
し
て
、
仮
称
「
戦
後
記
録
調
査
室
」
が
公
開
準
備
作
業
に
着
手
し
た
の
は
、
大

平
が
外
相
を
退
く
一
九
七
四
年
七
月
で
あ
る
。「
戦
後
記
録
調
査
室
」
は
元
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
大
使
の
鶴つ
る

我が

七
蔵
ら
四
人
で
構
成
さ
れ
た
。
鶴
我
は
外
務
省
参
与
に
任
命

さ
れ
、
便
宜
的
に
主
査
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

文
書
課
が「
戦
後
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針（
案
）」を
作
成
し
た
の
は
、

そ
こ
か
ら
一
年
以
上
過
ぎ
た
一
九
七
五
年
九
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
で
、

「
戦
後
三
〇
年
を
経
過
し
た
今
日
、
占
領
時
代
の
本
省
記
録
は
ほ
と
ん
ど
秘
密
性

を
喪
失
し
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
下
記
の
と
お
り
、
原
則
と
し
て
三
〇
年
を
経

過
し
た
記
録
は
秘
を
解
除
し
順
次
公
開
す
る
方
針
」と
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
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当
面
は
占
領
期
の
文
書
公
開
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。

公
開
原
則
の
例
外
と
し
て
は
、「（
イ
）
そ
の
公
開
が
国
の
重
大
な
利
益
又
は
威

信
を
傷
つ
け
る
恐
れ
の
あ
る
も
の
（
ロ
）
そ
の
公
開
が
外
国
の
わ
が
国
に
対
す
る

信
頼
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
も
の
、
及
び
（
ハ
）
個
人
の
私
的
な
事
項
に
係
わ
る

も
の
で
、そ
の
公
開
が
そ
の
個
人
及
び
遺
族
の
利
益
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
も
の
」

が
挙
げ
ら
れ
た
。

実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
官
房
長
を
議
長
と
す
る
局
長
レ
ベ
ル
の
仮
称
「
戦
後

記
録
調
査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
委
員
会
庶
務
は
文
書
課
が
担
当
す
る
。
ま
た
、

外
相
に
対
す
る
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
仮
称
「
外
交
史
料
研
究
推
進
懇
談
会
」
を

設
け
、
メ
ン
バ
ー
に
「
猪
木
〔
正
道
〕
防
衛
大
学
長
、
細
谷
〔
千
博
〕
一
橋
大
教

授
、
奥
村
勝
蔵
氏
、
西
村
熊
雄
氏
等
」
を
想
定
し
た
。
奥
村
は
元
外
務
事
務
次
官
、

西
村
は
元
駐
フ
ラ
ン
ス
大
使
だ
か
ら
、
私
的
諮
問
機
関
に
元
外
務
省
員
を
含
め
る

つ
も
り
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
文
書
課
の
原
案
で
あ
り
、
宮
澤
大
臣
決
裁
を
得
る
ま
で
の
過
程
で
、「
戦

後
記
録
調
査
室
」
は
「
外
交
記
録
調
査
室
」、「
戦
後
記
録
調
査
委
員
会
」
は
「
外

交
記
録
審
査
委
員
会
」、
官
房
長
は
「
外
交
記
録
審
査
委
員
会
」
の
議
長
で
は
な

く
委
員
長
、「
外
交
史
料
研
究
推
進
懇
談
会
」
は
「
外
交
史
料
研
究
懇
談
会
」
と

名
称
変
更
さ
れ
る）
15
（

。

外
交
史
料
研
究
懇
談
会
は
、
一
〇
月
二
二
日
と
一
一
月
一
九
日
の
二
回
だ
け
本

省
で
開
か
れ
た
。
有
識
者
と
し
て
本
省
に
招
か
れ
た
の
は
、
猪
木
、
細
谷
、
中
川

融と
お
る（

元
国
連
大
使
）、
伊
藤
正
己
（
東
京
大
学
教
授
）、
河
村
欣
二
（『
朝
日
新
聞
』

編
集
委
員
）、
萩
原
延
壽
（
評
論
家
）、
江
藤
淳
（
東
京
工
業
大
学
教
授
）
で
あ
る
。

外
務
省
側
か
ら
は
、
佐
藤
正
二
事
務
次
官
、
大
河
原
官
房
長
、
松
永
信
雄
条
約
局

長
、
藤
本
文
書
課
長
、
鶴
我
参
与
ら
が
出
席
し
た
。

佐
藤
次
官
は
第
一
回
懇
談
会
の
冒
頭
で
、「
一
定
期
間
を
経
た
過
去
の
記
録
を

一
般
に
公
開
し
、
広
く
国
民
に
わ
が
国
が
過
去
に
お
い
て
進
め
て
き
た
外
交
を
納

得
し
て
い
た
だ
け
る
制
度
を
設
け
、
行
政
府
と
し
て
な
し
得
る
限
界
で
、
で
き
る

だ
け
皆
様
方
の
御
要
請
に
応
え
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。
次
い
で
、
鶴
我
、
藤
本
が

査
閲
作
業
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
、
自
由
討
論
と
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
が

三
点
あ
る
。

第
一
に
、
外
務
省
側
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
と
な
る
こ
と
を
有
識
者
側

に
告
げ
て
お
ら
ず
、
公
開
を
原
本
と
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
題
と
し
て
い
な

い
。第

二
に
、
相
手
国
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

よ
う
に
、「
公
開
が
外
国
の
わ
が
国
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
も
の
」

は
公
開
原
則
の
例
外
と
な
り
う
る
。

し
か
し
、細
谷
に
よ
る
と
、ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
そ
れ
ほ
ど
配
慮
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
。
細
谷
は
「
自
分
が
訪
米
中
、
米
国
史
料
館
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
氏
と
会
談
し
た
際
、
同
氏
の
言
に
よ
れ
ば
、
米
国
と
し
て
は
相
手
国
に
対

し
迷
惑
を
掛
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
の
了
解
を
取
り
付

け
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
現
実
に
は
一
九
四
八
年
ま
で
の
公
開
さ
れ
た
日
本
関
係

の
記
録
に
関
し
て
も
、
日
本
外
務
省
へ
の
相
談
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
実
際

に
は
余
り
行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。

第
三
に
、
公
開
の
対
象
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
広
い
範
囲
を
想
定
し
て
い
た
。
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大
河
原
は
、「
メ
モ
も
含
ま
れ
る
。例
え
ば
対
日
理
事
会
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
朝
海〔
浩

一
郎
〕
メ
モ
等
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
回
懇
談
会
で
大
河
原
は
、「
公
開
の
対
象
と
な
る
外
交
記
録
、
史
料
と
は

公
開
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
な
ら
ば
幅
広
く
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思

う
」
と
説
明
し
、
書
簡
、
半
公
信
、
口
上
書
、
覚
書
、
決
裁
文
書
な
ど
も
含
ま
れ

る
と
補
足
し
た
。

公
開
期
限
に
つ
い
て
は
、
萩
原
や
伊
藤
が
三
〇
年
ル
ー
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
二
五

年
に
短
縮
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、大
河
原
は「
三
〇

年
が
妥
当
」
と
考
え
て
お
り
、
藤
本
も
「
余
り
開
放
的
に
す
る
の
は
や
や
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
慎
重
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
議
論
の
末
に
大
河
原
は
、

「
三
〇
年
を
最
大
限
と
し
て
運
用
上
案
件
別
に
若
干
公
開
を
早
め
る
こ
と
も
あ
り

う
る
と
い
う
方
向
で
検
討
す
る
」
と
柔
軟
な
姿
勢
を
示
し
た
。

さ
ら
に
第
二
回
懇
談
会
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
に
つ
い

て
協
議
し
て
い
る
。「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
と
は
、
非
公
開
と
な
っ
た
文
書
に
つ
い

て
も
一
定
期
間
後
に
再
審
査
し
、
公
開
を
進
め
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

河
村
は
、「
配
布
〔
マ
マ
〕資

料
に
は
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
こ
と
が
書
い
て
い
な
い
が
、
か

り
に
三
〇
年
で
押
え
て
も
、
そ
れ
か
ら
五
年
経
た
ら
事
態
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る

と
思
う
の
で
、
例
外
文
書
の
レ
ビ
ュ
ー
が
定
期
的
に
行
わ
れ
る
制
度
が
あ
っ
た
方

が
よ
い
」
と
述
べ
た
。

細
谷
も
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
は
、
三
〇
年
で
は
誠
に
微
妙
な
時
期
に
当
る

こ
と
が
多
い
が
、五
〇
年
経
て
ば
自
動
的
に
公
開
さ
れ
て
よ
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
藤
本
が
、「
レ
ビ
ュ
ー
は
米
国
が
一
〇
年
毎
に
や
っ
て
い
る
。
五
年
毎

で
は
実
際
問
題
と
し
て
事
務
的
負
担
が
尨
大
と
な
り
実
現
困
難
で
あ
る
」
と
反
論

し
た
も
の
の
、「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
自
体
に
つ
い
て
は
否
定
し
な
か
っ
た
。
大
河

原
も
年
限
に
触
れ
な
い
ま
ま
、「
レ
ビ
ュ
ー
は
や
る
こ
と
に
す
る
」
と
明
言
し
て

い
る
。
こ
れ
に
萩
原
と
細
谷
が
、「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
は
絶
対
必
要
」と
念
を
押
し
た
。

外
務
省
の
方
針
に
な
か
っ
た
「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
は
、
有
識

者
か
ら
す
る
と
最
大
の
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

懇
談
会
で
「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
と
は
い
え
、
口
頭
の
こ
と

で
あ
り
、
拘
束
力
は
な
か
っ
た
。
懇
談
会
を
踏
ま
え
て
公
開
制
度
の
方
針
を
最
終

的
に
固
め
る
段
階
で
、
外
務
省
は
「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
に
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
い

く
。
ど
の
部
局
か
は
分
か
ら
な
い
が
、省
内
で
慎
重
論
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
日
米
安
保
条
約
や
沖
縄
返
還
を
管
轄
し
た
ア
メ
リ
カ
局
な

い
し
条
約
局
に
慎
重
論
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
二
月
一
九
日
に
宮
澤
外

相
決
裁
と
な
る
高
裁
案
で
は
、「
原
則
と
し
て
三
〇
年
を
経
た
外
交
記
録
を
一
般

に
公
開
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
レ
ビ
ュ
ー
制
度
」
に
は
触
れ
て
い
な
い）
16
（

。

外
交
史
料
研
究
懇
談
会
で
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
細
谷
と
大
河
原
で
あ
る
。
二

人
は
近
し
い
間
柄
で
あ
り
、
懇
談
会
以
外
の
場
で
も
意
見
を
交
わ
し
て
い
た
。
細

谷
は
日
本
外
交
文
書
編
纂
委
員
会
委
員
長
で
も
あ
り
、
外
交
史
料
館
に
週
一
、
二

回
は
来
て
い
た
。
し
か
し
、
懇
談
会
は
「
外
務
省
主
導
」
で
あ
り
、
懇
談
会
前
か

ら
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
を
決
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
外
務
省
側
の
認
識
で

は
占
領
期
の
記
録
は
紙
質
が
悪
く
、
現
物
よ
り
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
ほ
う
が

鮮
明
な
う
え
に
、
検
索
簿
に
付
さ
れ
た
番
号
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
ー
で

入
力
す
れ
ば
瞬
時
に
表
示
さ
れ
る
た
め
、
利
便
性
が
高
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た）
17
（

。
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外
務
省
の
意
図
は
、有
識
者
の
選
定
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
顕
著
な
の
は
、

英
米
法
専
攻
の
伊
藤
正
己
を
メ
ン
バ
ー
に
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
の
ち
に
最
高
裁

判
事
と
な
る
伊
藤
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
た）
18
（

。
法
律
家
と

し
て
唯
一
の
有
識
者
に
伊
藤
が
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
外
務
省
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

観
点
か
ら
公
開
に
慎
重
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

四　

 「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」
―
―
「
内
規
に
よ
る
『
外
務
省
の

サ
ー
ビ
ス
』」

外
務
省
は
一
九
七
五
年
一
二
月
二
五
日
、「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」
を

発
表
し
た
。

外
務
省
で
は
、
古
い
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
鋭
意
検
討
し
て
き
た
結

果
、
今
般
、
原
則
と
し
て
作
成
後
三
〇
年
を
経
た
外
交
記
録
を
、
一
部
の
例

外
を
除
い
て
秘
を
解
除
し
公
開
す
る
と
の
方
針
を
決
定
し
、
明
年
よ
り
整
理

で
き
た
も
の
か
ら
順
次
外
交
史
料
館
に
お
い
て
希
望
者
の
閲
覧
に
供
す
る
こ

と
と
し
た
。

一
、
公
開
の
趣
旨

近
年
、
学
界
、
国
会
等
に
お
い
て
外
交
記
録
の
公
開
を
期
待
す
る
空
気
が

強
く
、
と
く
に
戦
後
史
な
い
し
占
領
行
政
史
に
対
す
る
関
心
が
昻
〔
た
か
〕ま
っ
て
き

て
い
る
。
よ
っ
て
こ
れ
に
応
え
る
意
味
か
ら
、
欧
米
主
要
先
進
国
の
例
に
な

ら
い
原
則
と
し
て
三
〇
年
を
経
た
外
交
記
録
を
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
と
す

る
。

二
、
公
開
の
際
の
基
本
原
則

昭
和
二
〇
年
八
月
以
降
の
外
交
記
録
の
う
ち
、
原
則
と
し
て
三
〇
年
を
経

た
も
の
は
、
明
年
よ
り
一
部
の
例
外
を
除
い
て
順
次
秘
密
指
定
を
解
除
し
一

般
の
閲
覧
に
供
す
る
。
占
領
期
間
中
の
記
録
は
で
き
る
だ
け
一
括
公
開
す
る

よ
う
配
慮
す
る
。

記
録
は
公
開
準
備
作
業
の
進
捗
状
況
及
び
そ
の
史
料
的
価
値
観
点
等
か
ら

三
〇
年
ル
ー
ル
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
弾
力
的
に
運
用
す
る
こ
と
に

よ
り
事
項
毎
〔
ご
と
〕に

公
開
し
、
外
交
史
料
館
に
お
い
て
一
定
の
手
続
き
を
経
て
希

望
者
に
閲
覧
せ
し
め
る
。
し
か
し
公
開
の
対
象
と
な
る
記
録
は
膨
大
な
量
で

あ
る
の
で
そ
の
整
理
は
か
な
り
の
大
作
業
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
作
業
を
終

え
た
も
の
か
ら
順
次
公
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
、
公
開
原
則
の
例
外

そ
の
公
開
に
よ
り
、（
イ
）国
の
重
大
な
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
及
び
、（
ロ
）

個
人
の
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
記
録
は
例
外
と
し
て
秘
密
指
定
の

解
除
は
行
わ
ず
、
公
開
し
な
い
。

「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」は
、外
務
省
情
報
文
化
局『
外
務
省
公
表
集（
昭

和
五
十
年
）』
に
記
事
資
料
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る）
19
（

。
法
整
備
が
伴
っ
て
い
な

い
た
め
、記
録
公
開
は「『
法
』に
よ
ら
な
い
内
規
に
よ
る『
外
務
省
の
サ
ー
ビ
ス
』」

で
あ
っ
た）
20
（

。

当
事
者
の
意
向
は
、
藤
本
文
書
課
長
が
一
九
七
六
年
四
月
の
『
国
際
問
題
』
に
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寄
せ
た
論
文
「
外
交
記
録
の
管
理
と
公
開
」
に
示
さ
れ
る
。
藤
本
は
、「
外
交
記

録
は
い
う
な
れ
ば
国
民
的
資
産
で
あ
る
」、「
民
主
制
の
原
理
が
支
配
す
る
情
報
化

社
会
で
重
要
な
外
交
案
件
の
結
果
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
す
る
一
般
の
要
求
も
ま

た
自
然
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
外
務
省
で
も
欧
米
主
要
先
進
国

の
例
に
な
ら
い
、
原
則
と
し
て
三
〇
年
を
経
た
外
交
記
録
を
一
部
の
例
外
を
除
い

て
順
次
秘
密
指
定
を
解
除
し
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
論
じ
る
。

同
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
ナ
ダ
の
現
状
に
つ
い
て
四

九
頁
の
よ
う
な
表
を
掲
載
し
た
う
え
で
、「
わ
が
国
が
実
施
に
踏
み
切
っ
た
外
交

記
録
の
公
開
制
度
は
世
界
で
も
も
っ
と
も
進
歩
的
な
部
類
に
入
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
」
と
し
つ
つ
、
戦
後
外
交
記
録
に
つ
い
て
こ
う
説
い
て
い
る
。

公
開
と
い
っ
て
も
具
体
的
に
は
秘
密
指
定
を
解
除
し
、
一
括
し
て
外
交
史

料
館
に
移
し
て
一
定
の
手
続
に
従
い
希
望
者
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
原
史
料
の
損
〔
そ
ん
も
う
〕

耗
を
防
止
す
る
た
め
フ
ァ
イ
ル
史
料

は
す
べ
て
マ
イ
ク
ロ
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
ま
た
、
歴
代
外
務
大
臣

の
署
名
の
あ
る
文
書
や
、
要
人
み
ず
か
ら
の
筆
に
な
る
記
録
、
さ
ら
に
は
条

約
原
文
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
本
書
に
歴
史
的
価
値
が
あ
る
も
の
は
保
存
を
必
要

と
し
よ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
あ
と
は
勇
気
を
も
っ

て
焼
却
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
に
至
る
責
任
者
の
認
識
が
表
れ
て
い
る
。

「
損
耗
を
防
止
す
る
た
め
」
に
原
本
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
す
る
の
は
理
解
で

き
る
と
し
て
も
、
保
存
状
態
の
よ
い
文
書
を
含
め
て
、
原
本
す
べ
て
を
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
公
開
と
す
る
の
は
過
剰
反
応
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
一
部
の
例
外
を
除

い
て
、「
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
あ
と
は
勇
気
を
も
っ
て
焼
却
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
」
と
の
く
だ
り
に
は
疑
問
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
。

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
平
は
「
民
主
主
義
の
根
本
」
と
し
て
、「
一
定
の
期

間
た
ち
ま
し
て
、
関
係
国
に
対
し
ま
し
て
も
支
障
が
な
い
と
い
う
段
階
に
な
り
ま

す
と
、
洗
い
ざ
ら
い
こ
れ
を
国
民
が
自
由
に
回
覧
で
き
る
、
学
者
は
こ
れ
を
活
用

で
き
る
と
い
う
よ
う
に
す
べ
き
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て

い
た
。
萩
原
の
助
言
か
ら
推
測
し
て
も
、「
洗
い
ざ
ら
い
こ
れ
を
国
民
が
自
由
に

回
覧
で
き
る
」
と
は
原
本
で
の
公
開
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き

実
際
に
焼
却
し
た
事
実
は
見
当
た
ら
な
い
が
、「
勇
気
を
も
っ
て
焼
却
し
て
ゆ
く

こ
と
」
と
の
く
だ
り
は
大
平
の
趣
旨
と
逆
行
す
る）
21
（

。

そ
れ
以
前
の
こ
と
と
し
て
、
規
程
違
反
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
保
管
と
廃
棄
に

つ
い
て
は
一
九
六
一
年
八
月
三
〇
日
外
務
事
務
次
官
決
裁
の
「
外
務
省
記
録
及
び

記
録
文
書
保
管
、
保
存
、
廃
棄
規
程
」
第
九
条
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
第
一
類
か

ら
第
四
類
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
永
久
保
存
、
一
〇
年
保
存
、
五
年
保
存
、
一
年
保
存

と
な
っ
て
い
る
。

規
程
に
付
属
す
る
「
文
書
保
存
廃
棄
類
別
基
準
」
に
よ
る
と
、
永
久
保
存
の
第

一
類
文
書
は
、（
１
）
条
約
本
書
、（
２
）
条
約
締
結
交
渉
に
関
す
る
一
切
の
文
書
、

（
３
）
国
際
機
構
と
の
協
力
、
国
際
会
議
に
関
す
る
文
書
、（
４
）
外
務
省
本
来
の

業
務
に
属
す
る
任
国
の
政
情
、調
査
報
告
、（
５
）
経
済
協
力
に
関
す
る
文
書
、（
６
）

貿
易
政
策
、各
国
と
の
文
化
交
換
、移
住
政
策
等
外
交
政
策
に
関
す
る
文
書
、（
７
）
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訓
令
、
指
令
、
許
可
、
認
可
、
命
令
等
に
関
す
る
文
書
、（
８
）
閣
議
に
関
す
る

文
書
、（
９
）
次
官
会
議
に
関
す
る
文
書
な
ど
、
二
三
項
目
に
及
ぶ
）
22
（

。

公開場所 根拠法令 秘密指定の解除 公開までの期間 例外とする文書

アメリカ 国立公文
書館

大統領行
政命令第
116 5 2 号
（1972年）

自動的解除
　 極秘 2年後秘に格
下げ
　 秘 2年後部外秘に
格下げ
　部外秘 6年後解除
自動的解除にならな
い秘文書も作成後
30年後解除

30年
ただし、国務省の
"Foreign Relations 
o f  t h e  Un i t e d 
States"の刊行に伴
い、1949年分まで
が公開されている
非公開文書は 10
年経過後再審査

（1）外国政府または国際機関
から提供された秘密文書
（2）法令により指定されたも
の（暗号、情報源等に関する
もの）
（3）国家の安全のため保護さ
るべき組織企画、施設、特定
の外交関係などに関するもの
（4）公開により個人に対し直
接の危害が及ぶ恐れのあるも
の

イギリス 国立公文
書館

Public 
Records 
Act
（1967年）

作成の 30年後
明示の規則はない
が、担当官は自己の
裁量で適宜極秘の指
定を秘に格下げでき
る

30年
若干の延長または
短縮が可能
非公開となった文
書も 10 年ごとに
再審査

（1）国の安全、国民ならびに
国家の利益に影響を与えるも
の
（2）提供者の信頼を裏切る結
果となるもの
（3）特定の個人に苦痛を与え
るもの

フランス 外務省外
交文書資
料館

具体的基準
はない
個々のケー
スを外務省
令で処理

1918 年以前の文書
は秘密指定解除

文書保管官が常時点
検し自己の裁量で解
除

50年
ただし、30年に近
づけることが検討
されている

定期的レビューの
制度なし

（1）フランス内外を問わず特
定の個人にかかわる文書（た
だし 100年程度経過したもの
については公開されるものも
ある）
（2）国家の利益に重大な影響
を与える恐れのあるもの
（3）未解決または懸案中の国
際的紛争に関するもの
（4）仏領域の範囲または国境
線画定に関するもの

カナダ 国立資料
館

Records 
Disposition 
Schedule

秘密指定の格下げは
随時行なわれ、保管
期間（最高 30 年）
経過後、一般の閲覧
に供される

30年
ただし、それ以前
でも外務省に申し
込み、セキュリ
ティ・クリアラン
スを受ければ利用
できる

（1）公開されれば対外関係に
悪影響を及ぼすもの
（2）国家の安全保障に関する
もの
（3）個人のプライヴァシーに
関するもの
（4）未解決の懸案に関するも
の

〈出典〉藤本芳男「外交記録の管理と公開」（『国際問題』第 193 号、1976 年）32 頁

外
交
史
料
館
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
さ
れ
る
文
書
の
原
本

は
、
本
省
内
の
原
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
記
録
文
書
を
文
書
課
が
編
纂

し
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
り
、
カ
バ
ー
の
色
か
ら
青
フ
ァ
イ
ル
と
呼
ば
れ

る
。青
フ
ァ
イ
ル
は
、永
久
保
存
の
記
録
文
書
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
。「
マ

イ
ク
ロ
化
し
た
あ
と
は
勇
気
を
も
っ
て
焼
却
し
て
ゆ
く
」
こ
と
は
規

程
に
反
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
七
一
年
四
月
に
外
交
史

料
館
で
公
開
さ
れ
た
戦
前
期
外
交
記
録
も
、
す
べ
て
原
本
の
青
フ
ァ

イ
ル
で
あ
る
。

藤
本
論
文
を
掲
載
し
た
雑
誌
『
国
際
問
題
』
の
発
行
元
は
、
外
務

省
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
日
本
国
際
問
題
研
究
所
で
あ
る
。
歴
代
理
事

長
は
、
元
外
務
省
員
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
の
掲
載
に
際
し

て
、藤
本
論
文
は
研
究
所
だ
け
で
な
く
、外
務
省
で
も
事
前
に
チ
ェ
ッ

ク
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
藤
本
論
文
は
文
書
課
の
認

識
で
あ
る
と
と
も
に
、
外
務
省
の
見
解
を
示
す
と
い
っ
て
も
よ
い
。

た
だ
し
、
実
際
に
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
あ
と
に
焼
却
し
た
と
い
う
事
実

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

他
方
で
、
藤
本
論
文
は
、「
現
在
の
文
書
課
記
録
室
員
が
わ
ず
か

一
三
名
だ
け
」で
あ
り
、「
本
省
職
員
数
一
五
〇
〇
名
中
の
一
％
以
下
」

と
い
う
窮
状
に
も
触
れ
て
い
る）
23
（

。

表
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
務
省
は
大
平
か
ら
指
示
を
受
け
て

か
ら
、
ま
ず
各
国
の
外
交
記
録
公
開
制
度
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
え

で
外
務
省
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
有
識
者
を
含
め
て
懇
談
会
を
開
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催
し
、
根
拠
法
令
や
公
開
の
形
態
を
検
討
し
た）
24
（

。
そ
の
結
果
が
一
九
七
五
年
一
二

月
二
五
日
に
発
表
し
た
記
事
資
料
「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。

五　

永
井
陽
之
助
・
入
江
昭
・
秦
郁
彦
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

学
界
は
外
交
記
録
公
開
を
ど
う
受
け
止
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
記
事
資
料
の
発
表

と
同
じ
一
九
七
五
年
一
二
月
二
五
日
、
東
京
工
業
大
学
教
授
の
永
井
陽
之
助
、
シ

カ
ゴ
大
学
教
授
の
入
江
昭
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
参
事
官
の
秦
郁
彦
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
い
て
い
る
。
こ
こ
で
永
井
は
外
交
記
録
公
開
制
度
の
発
足
に
つ
い
て
、「
多

年
に
わ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
外
務
省
に
絶
え
ず
そ
の
こ
と
を
要
請
し
て
き
た
こ

と
」
の
成
果
だ
と
述
べ
て
い
る
。

永
井
は
「
わ
れ
わ
れ
」
を
定
義
し
て
い
な
い
が
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
日
本
国

際
政
治
学
会
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
国
際
政
治
学
会
太
平
洋
戦
争
原
因
研
究
部

は
一
九
六
二
年
か
ら
一
九
六
三
年
に
か
け
て
、『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
全
七
巻

と
別
冊
資
料
編
を
朝
日
新
聞
社
か
ら
刊
行
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
戦
前
の
外
務
省

文
書
が
用
い
ら
れ
て
お
り）
25
（

、
会
員
の
多
く
は
戦
後
文
書
の
公
開
を
外
務
省
に
働
き

掛
け
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
入
江
は
、「
最
近
ア
メ
リ
カ
で
は
、〔
中
略
〕
外
交
史
は
多
分
に

遅
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
遅
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
や
は
り
膨
大
な
文
献
を
読

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
献
を
読
む
場
合
に
は
、
英
語
の
み
な
ら
ず
ほ
か
の
国

の
言
葉
を
使
っ
て
そ
の
国
の
外
交
文
献
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
非
常
に
手
間
が
か
か
る
訳
で
す
」
と
ア
メ
リ
カ
の
事
情
を
語
っ
た
。

さ
ら
に
入
江
は
日
本
の
外
交
記
録
公
開
を
歓
迎
し
つ
つ
、
稟
議
制
の
問
題
点
を

口
に
し
て
い
る
。「
日
本
の
文
献
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
と
か
イ

ギ
リ
ス
の
文
献
と
同
じ
よ
う
に
使
用
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
疑
問
で
す
。
外
国
で

は
下
の
役
人
が
メ
モ
を
書
い
た
ら
、
必
ず
自
分
の
名
前
を
サ
イ
ン
す
る
。
大
臣
が

自
分
の
名
前
を
サ
イ
ン
す
れ
ば
、
自
分
で
考
え
て
、
自
分
の
考
え
を
反
映
し
た
よ

う
な
場
合
が
多
い
が
、
日
本
の
官
僚
機
構
と
い
う
の
は
下
の
役
人
が
作
っ
た
も
の

が
だ
ん
だ
ん
上
に
上
が
っ
て
い
っ
て
、
め
く
ら
判
を
押
す
場
合
が
多
い
で
す
ね
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

他
方
で
秦
は
、「
特
に
急
い
で
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
資
料
を
扱

う
専
門
家
の
養
成
で
す
。
図
書
館
職
員
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
は
、
日
本
で
も
す
で

に
養
成
コ
ー
ス
が
あ
る
訳
で
す
が
、
ア
ー
カ
イ
ビ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
資
料
専
門
の

担
当
者
の
養
成
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
と
い
っ
て
い
い
程
行
な
わ
れ
て
い
な
い
」
と

説
い
た）
26
（

。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
の
必
要
性
と
い
う
秦
の
指
摘
は
、
今
日
に
も
当
て

は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。

六　

外
交
記
録
公
開
と
組
織
変
遷

文
書
公
開
が
第
一
回
外
交
記
録
公
開
と
し
て
結
実
す
る
の
は
、
衆
議
院
外
務
委

員
会
の
大
平
答
弁
か
ら
約
三
年
後
の
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
で
あ
る
。
各
紙
は

同
日
の
朝
刊
で
記
録
公
開
を
大
き
く
報
じ
て
い
る
。
公
開
と
同
時
に
報
道
で
き
た

の
は
、
文
書
課
が
公
開
の
数
週
間
前
か
ら
エ
ン
バ
ー
ゴ
ー
付
き
で
メ
デ
ィ
ア
に
情

報
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ン
バ
ー
ゴ
ー
と
は
こ
の
場
合
、
公
開
日
ま
で
の
報
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道
禁
止
を
意
味
す
る
。
実
際
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
た
め
、

有
識
者
に
事
前
提
供
し
て
記
事
の
作
成
に
協
力
し
て
も
ら
う
。

第
一
回
外
交
記
録
公
開
で
は
、「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件 

連
合
軍
と
の
間
の
来
往
信
綴
」、「
帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件
」
な
ど
計
一
九
〇
冊

が
外
務
省
外
交
史
料
館
で
閲
覧
に
供
さ
れ
た
。
一
九
〇
冊
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
で
あ
る
。
利
用
者
が
戦
後
外
交
記
録
と
し
て
見
ら
れ
る

の
は
、
一
六
ミ
リ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
五
二
本
だ
け
だ
っ
た）
27
（

。

外
務
省
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
も
の
、
国
益
に
反
す
る
も
の
、
他
国
の
利

益
を
大
き
く
損
な
う
も
の
、
と
い
う
三
つ
の
基
準
か
ら
、
約
一
〇
万
頁
の
新
規
公

開
文
書
の
う
ち
一
％
弱
の
約
一
〇
〇
〇
頁
を
非
公
開
に
し
た
。
終
戦
か
ら
第
一
回

公
開
時
点
ま
で
の
外
交
文
書
は
約
六
万
八
〇
〇
〇
冊
あ
る
。
そ
の
う
ち
占
領
期
は

約
九
三
〇
〇
冊
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
た
一
九
〇
冊
は
二
％
に
す
ぎ
な
い）
28
（

。

だ
と
し
て
も
、
外
交
記
録
公
開
へ
の
期
待
は
高
か
っ
た
。
細
谷
は
第
一
回
記
録

公
開
の
行
わ
れ
た
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
、『
読
売
新
聞
』
に
「
外
交
の
〈
民

主
化
〉
実
現
へ
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。
細
谷
は
、
日
本
外
務
省
が
三
〇
年
ル
ー
ル

を
採
用
し
た
の
は
「
画
期
的
措
置
」
と
し
な
が
ら
も
、
公
開
の
例
外
規
定
で
あ
る

「
国
の
重
大
な
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
」
の
解
釈
は
最
小
限
に
と
ど
め
、「
五
年
ご

と
の
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
実
施
、
ま
た
公
開
の
迅
速
化
と
閲
覧
希
望
に
対
応
す
る
人

的
・
物
的
体
制
の
整
備
を
と
く
に
当
局
側
へ
要
望
し
た
い
」
と
提
言
し
て
い
る
。

こ
の
提
言
は
、
細
谷
が
外
交
史
料
研
究
懇
談
会
で
述
べ
た
こ
と
と
重
な
る
。
細

谷
と
す
れ
ば
、
非
公
開
に
し
た
も
の
で
も
、
数
年
後
に
は
見
直
す
と
い
う
再
審
査

制
度
が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
外
務
省
は
、
細
谷
の
主
張
を
結
局
は
受
け
入
れ

な
か
っ
た）
29
（

。
細
谷
は
懇
談
会
後
も
、
再
審
査
制
度
の
重
要
性
を
外
交
史
料
館
で
外

務
省
員
に
語
っ
て
い
た）
30
（

。

細
谷
の
ほ
か
、
東
京
大
学
教
授
の
福
田
歓
一
や
京
都
大
学
教
授
の
高
坂
正
堯
も

新
聞
や
雑
誌
に
投
稿
し
た
。
福
田
は
、
記
録
公
開
が
「
た
ん
に
専
門
研
究
者
の
た

め
で
は
な
く
、
民
主
政
治
の
将
来
の
た
め
」
で
あ
る
と
述
べ
、
高
坂
は
、「
公
開

さ
れ
た
外
交
文
書
に
よ
る
と
、
新
憲
法
は
総
司
令
部
が
相
当
強
引
な
形
で
押
し
つ

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
」
と
記
し
た）
31
（

。

外
交
記
録
公
開
に
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
六
点
を
挙

げ
た
い
。

第
一
に
、
公
開
の
遅
延
で
あ
る
。
第
一
回
記
録
公
開
の
時
点
で
、
戦
後
記
録
は

約
六
万
八
〇
〇
〇
冊
あ
っ
た
。
公
開
済
み
の
戦
前
記
録
が
約
四
万
八
〇
〇
〇
冊
で

あ
り
、
そ
れ
を
上
回
る
。
六
万
八
〇
〇
〇
冊
の
う
ち
占
領
期
で
約
九
三
〇
〇
冊
あ

り
、
そ
の
う
ち
一
九
〇
冊
が
公
開
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
外
務
省
記
録
に
は
他
省

庁
に
関
連
す
る
も
の
も
多
い
が
、
関
係
省
庁
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
公
開
で

き
な
い）
32
（

。

第
二
に
、
根
拠
と
な
る
法
令
の
欠
如
で
あ
る
。
記
事
資
料
「
外
交
記
録
の
公
開

に
つ
い
て
」
は
省
内
の
宮
澤
外
相
決
裁
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
法
改
正
や
外
務
省

訓
令
を
伴
っ
て
い
な
い
。
外
務
省
訓
令
と
は
、
上
級
機
関
が
下
級
機
関
に
発
す
る

行
政
命
令
の
一
種
で
あ
り
、
法
規
命
令
の
一
種
で
あ
る
外
務
省
令
と
は
異
な
る
。

戦
後
外
交
記
録
は
現
用
、
つ
ま
り
行
政
文
書
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
の
ち
の
公
文
書
管
理
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
歴
史
的
文
書
に
は
当
た
ら
な

い
。
外
交
記
録
公
開
は
三
〇
年
ル
ー
ル
に
基
づ
く
が
、
外
交
記
録
公
開
制
度
と
呼
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ぶ
に
は
法
的
根
拠
に
乏
し
い
。

第
三
に
、
公
開
を
支
え
る
外
務
省
機
構
の
人
員
不
足
で
あ
る
。
後
年
の
デ
ー
タ

に
な
る
が
、
二
〇
〇
三
年
七
月
の
時
点
で
外
交
記
録
審
査
室
の
定
員
は
、
企
画
官

二
人
、
外
事
お
よ
び
一
般
職
員
六
人
の
計
八
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
足

り
な
い
た
め
、
実
員
の
配
置
は
計
一
一
人
だ
っ
た
。
こ
れ
で
も
ま
だ
不
足
し
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
外
交
記
録
審
査
室
は
、「
公
開
を
促
進
す
る
た
め
に
は
人
的
側

面
を
含
め
審
査
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
実
現

は
厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
当
面
、
困
難
」
と
認
め
て
い
る）
33
（

。
外
交
記
録
審
査
室

の
成
立
に
つ
い
て
は
後
述
と
し
た
い
。

第
四
に
、
調
査
・
審
査
と
閲
覧
・
編
纂
の
分
離
で
あ
る
。
省
内
で
完
結
す
る
公

開
ま
で
の
調
査
と
審
査
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
外
部
か
ら
だ
け
で
な
く
、
閲
覧
や
『
日

本
外
交
文
書
』
編
纂
を
担
当
す
る
外
交
史
料
館
か
ら
も
関
与
で
き
な
い
。
文
書
課

外
交
記
録
調
査
室
は
外
交
史
料
館
三
階
に
設
置
さ
れ
た
が
、
文
書
課
の
一
室
で
あ

り
、
同
じ
大
臣
官
房
文
書
課
内
で
あ
っ
て
も
外
交
史
料
館
と
は
別
系
統
で
あ
る
。

現
在
で
は
要
審
査
の
外
務
省
記
録
が
外
交
史
料
館
に
移
管
さ
れ
て
お
り
、
特
定

歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
は
外
交
史
料
館
で
受
け
付
け
る
も
の
の
、
審
査
は
本

省
で
行
う
た
め
す
ぐ
に
は
閲
覧
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
利
用
者
に
と
っ
て
は
分
か

り
に
く
く
、
利
便
性
が
高
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
五
に
、
原
本
の
非
公
開
で
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
い
う
形
態
を
採
用

し
た
た
め
、
戦
前
の
外
務
省
記
録
と
異
な
り
、
戦
後
記
録
で
は
長
ら
く
原
本
に
触

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
内
容
的
に
も
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
す
る
段
階
で
、
採
録

さ
れ
な
い
文
書
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
文
書
が
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
か
ら
欠
落
し
た
の
か
、
閲
覧
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
理
由
も
不
明

で
あ
る）
34
（

。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
理
由
は
、
先
に
引
用
し
た
藤
本
の
言
に
よ
れ
ば
、

「
損
耗
を
防
止
す
る
た
め
」
で
あ
っ
た）
35
（

。
占
領
期
に
作
成
さ
れ
た
青
フ
ァ
イ
ル
は
、

紙
質
が
悪
い
と
い
う
の
も
一
因
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る）
36
（

。

そ
れ
で
は
、
占
領
期
の
紙
質
は
実
際
に
劣
悪
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
回
外

交
記
録
公
開
の
う
ち
、
原
本
が
そ
の
後
に
移
管
公
開
さ
れ
た
青
フ
ァ
イ
ル
を
手
に

取
っ
て
み
た
。
占
領
期
と
い
え
ど
も
、
例
え
ば
第
九
回
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公

開
さ
れ
た
独
立
回
復
期
の
「
日
華
平
和
条
約
関
係
一
件
」
全
七
巻
（
第
三
、
六
巻

不
存
在
、B'.4.1.2.3

）
原
本
と
比
べ
て
、
紙
質
は
遜
色
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
第
一
回
外
交
記
録
公
開
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
さ
れ
た
「
帝
国
憲

法
改
正
関
係
一
件
」
第
一
巻
（A

'.3.0.0.2

）
の
原
本
に
は
要
補
修
が
七
カ
所
と
な
っ

て
い
た
も
の
の
、
そ
の
他
の
フ
ァ
イ
ル
も
含
め
て
、
閲
覧
で
き
た
限
り
で
は
そ
れ

ほ
ど
劣
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
損
耗
を
防
止
す
る
た
め
」
で
あ
れ
ば
、

コ
ピ
ー
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
選
択
肢
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
第
一
回
外

交
記
録
公
開
の
「
帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件 

憲
法
改
正
草
案
要
綱
関
係
」
全
一

巻
（A

'.3.0.0.2-1

）
の
原
本
で
は
、「
本
冊
に
は
、史
料
保
護
の
理
由
か
ら
、コ
ピ
ー

に
差
替
え
た
部
分
が
あ
り
ま
す
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。

閲
覧
者
、
と
り
わ
け
歴
史
研
究
者
か
ら
す
る
と
、
原
本
が
開
い
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
時
代
が
ま
だ
歴
史
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
論
文
を
書
い
た
と
し
て
も
、
原
本
が
未
公
開
で
あ
る
限
り
決

定
稿
と
は
な
り
え
な
い
。
現
物
を
出
さ
な
い
外
交
記
録
公
開
は
、
い
わ
ば
擬
似
的
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三
〇
年
ル
ー
ル
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
内
容
的
に
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
何
か
が
欠
落
し
て
い

る
と
気
づ
い
た
と
き
、
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
清
書
前
の
重

複
し
た
文
書
な
ど
、
重
要
で
な
い
文
書
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ

れ
が
削
除
の
対
象
と
な
り
う
る
。
第
二
に
、
諸
外
国
と
の
関
係
や
日
本
外
務
省
の

政
策
に
影
響
し
か
ね
な
い
ケ
ー
ス
で
も
、
公
開
は
先
送
り
さ
れ
う
る
。
第
三
に
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
も
、
非
公
開
の
要
因
と
な
り
う
る
。

三
つ
の
う
ち
ど
れ
で
あ
る
か
は
判
断
が
つ
き
に
く
く
、
戦
前
の
外
交
史
を
原
本

で
研
究
し
て
き
た
者
は
、
一
九
四
五
年
以
降
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
手
を
伸
ば

さ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
近
代
外
交
史
と
同
じ
水
準
で
現
代
外
交
史
を
研
究
す
る

こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
不
完
全
な
三
〇
年
ル
ー
ル
は
、
と
り
わ
け
文
学
部

系
の
実
証
的
研
究
者
が
戦
後
史
に
踏
み
込
め
ず
、
現
在
で
す
ら
多
く
の
文
学
部
に

は
現
代
史
の
講
座
が
少
な
い
こ
と
の
遠
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
六
に
、
公
開
基
準
の
不
透
明
性
で
あ
る
。
公
開
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
省
内

の
外
交
記
録
審
査
委
員
会
と
大
臣
官
房
文
書
課
外
交
記
録
調
査
室
で
完
結
し
て
お

り
、
外
部
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
が
入
ら
な
い
。

外
交
記
録
審
査
委
員
会
は
本
省
で
開
か
れ
、
官
房
長
を
委
員
長
と
し
て
、
局
長

ク
ラ
ス
の
ほ
か
、
外
交
記
録
調
査
室
主
査
の
鶴
我
七
蔵
が
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
第

一
回
記
録
公
開
の
時
点
で
、官
房
長
は
大
河
原
か
ら
松
永
信
雄
に
代
わ
っ
て
い
た
。

国
益
を
害
す
る
も
の
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
こ

の
委
員
会
で
非
公
開
と
さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
の
作
業
を
い
わ
ば
裏
方
役
と
し
て
担

う
の
が
、
外
交
記
録
調
査
室
で
あ
る
。

外
交
記
録
調
査
室
は
外
交
史
料
館
の
三
階
に
設
置
さ
れ
、「
鶴
我
チ
ー
ム
」
と

呼
ば
れ
た
。「
鶴
我
チ
ー
ム
」
は
、
元
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
大
使
で
参
与
の
鶴
我
を
主
査

と
し
、
元
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
大
使
館
参
事
官
の
畠
中
銀
三
郎
、
元
ス
イ
ス
大
使
館

一
等
書
記
官
の
伊
東
明
、ブ
ラ
ジ
ル
の
元
ポ
ル
ト
ア
レ
グ
レ
総
領
事
の
山
川
燿
男
、

元
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
使
館
一
等
書
記
官
の
柘
植
静
男
と
い
う
五
人
か
ら
成
っ
て
い

た
。
い
ず
れ
も
六
二
歳
か
ら
六
五
歳
の
外
務
省
退
職
者
だ
っ
た
が
、
外
交
記
録
調

査
室
に
通
っ
て
い
た
。「
鶴
我
チ
ー
ム
」は
、い
わ
ば
外
務
省
Ｏ
Ｂ
チ
ー
ム
で
あ
る
。

鶴
我
が
文
書
の
通
読
を
始
め
た
の
は
、
外
務
省
が
文
書
公
開
の
方
針
を
決
め
、

準
備
に
着
手
し
た
一
九
七
四
年
七
月
か
ら
で
あ
る
。
当
初
、
元
ギ
リ
シ
ャ
大
使
の

高
橋
明
と
一
緒
だ
っ
た
が
、高
橋
は
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。
畠
中
な
ど
四
人
は
、

い
ず
れ
も
在
外
勤
務
を
終
え
て
退
職
し
た
も
の
の
、
委
嘱
さ
れ
て
一
九
七
六
年
か

ら
チ
ー
ム
に
加
わ
っ
た）
37
（

。

文
書
課
外
交
記
録
調
査
室
に
室
長
は
い
な
い
た
め
、
主
査
の
鶴
我
が
実
質
的
な

室
長
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
外
交
記
録
調
査
室
は
省
内
の
便
宜
的
名
称
で
あ

り
、
行
政
機
構
上
の
正
式
名
称
で
は
な
い
た
め
、
大
蔵
省
印
刷
局
編
『
職
員
録
』

に
は
出
て
こ
な
い
。
外
交
史
料
館
に
設
置
さ
れ
た
外
交
記
録
調
査
室
と
本
省
の
間

で
は
、
東
郷
泰
延
な
ど
文
書
課
に
配
属
さ
れ
た
公
開
担
当
事
務
官
二
人
が
往
来
し

て
い
た
。

一
九
八
六
年
に
は
、
文
書
課
記
録
公
開
審
査
室
が
本
省
に
設
置
さ
れ
、
林
渉
な

ど
企
画
官
二
人
の
ほ
か
、
記
録
官
、
専
門
官
ら
が
配
属
さ
れ
る
。
原
島
秀
毅
文
書

課
長
が
人
事
課
に
働
き
掛
け
、
初
代
企
画
官
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
の
林
を
獲
得
し
て

い
た
。
ま
た
、
外
交
史
料
館
の
原
口
邦
紘
が
文
書
課
の
課
長
補
佐
を
兼
任
し
、
の
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ち
に
文
書
課
に
配
置
換
え
と
な
っ
た
。

記
録
公
開
審
査
室
は
、
省
内
の
意
向
を
調
整
し
、
官
房
長
を
委
員
長
と
す
る
外

交
記
録
審
査
委
員
会
に
諮
り
、
公
開
と
決
定
さ
れ
た
外
交
記
録
を
整
理
す
る
。
外

交
記
録
調
査
室
は
主
査
の
瓜
生
復
男
参
与
ら
の
も
と
で
当
面
は
併
存
し
た
が
、
次

第
に
記
録
公
開
審
査
室
へ
吸
収
さ
れ
、
外
交
記
録
調
査
室
員
は
記
録
公
開
審
査
室

に
移
っ
て
作
業
を
補
助
し
た
よ
う
で
あ
る
。

文
書
課
長
の
指
揮
下
で
記
録
公
開
審
査
室
が
新
設
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、

一
九
八
五
年
三
月
二
五
日
の
第
八
回
外
交
記
録
公
開
か
ら
独
立
を
回
復
し
た
外
交

再
開
後
の
「
生
き
た
記
録
」
が
審
査
対
象
と
な
っ
た
た
め
、外
務
省
は
三
〇
年
ル
ー

ル
の
適
用
に
慎
重
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）
38
（

。

そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
一
九
八
五
年
四
月
八
日
、
上
田
哲
社
会
党
議
員
に
対
す

る
安
倍
晋
太
郎
外
相
の
答
弁
で
あ
る
。

上
田　

三
月
の
末
に
外
交
文
書
の
八
回
目
の
公
開
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
行
政
協
定
そ
の
他
が
結
ば
れ
た
と
き
の
、〔
昭
和
〕
二
十
六
年
か
ら
三
年

間
の
外
交
活
動
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
重
要
な
節
目
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
何
と
こ
の
部
分
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
て
お
る
。

安
倍　

公
開
に
よ
り
ま
し
て
国
の
重
大
な
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
及
び
個

人
の
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
は
、当
該
記
録
は
例
外
と
し
て
解
除
は
行
わ
ず
、

公
開
は
し
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
に
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

〔
中
略
〕

国
の
重
大
な
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
と
言
え
ば
、
例
え
ば
国
の
安
全
が
害

さ
れ
る
か
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
相
手
国
と
の
信
頼
関
係

が
損
な
わ
れ
る
か
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
交
渉
上
重
大
な

不
利
益
を
こ
う
む
る
か
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
理
解
を
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
安
倍
は
「
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
を
三
回
繰
り
返
し
て
い
る)39

(

。
当
時
の

外
務
事
務
次
官
は
柳
谷
謙
介
、
官
房
長
が
北
村
汎
ひ
ろ
し

で
あ
る
。
北
村
が
方
針
を
定

め
、
柳
谷
次
官
、
安
倍
外
相
の
了
解
を
得
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
非
公
開
が
恣
意
的
と
な
り
、
三
〇
年
ル
ー
ル
を
骨
抜
き
に
し
か
ね
な
か
っ
た
。

文
書
課
に
記
録
公
開
審
査
室
が
新
設
さ
れ
た
際
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
組
と
し

て
唯
一
、
同
室
の
企
画
官
と
な
っ
た
林
渉
に
話
を
聞
い
た
。
そ
の
要
旨
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　

・ 

文
書
課
に
は
、
文
書
課
長
（
原
島
秀
毅
、
の
ち
林
安
秀
）
の
も
と
に
記
録

官
（
六
條
幸
雄
）、
企
画
官
（
林
渉
、
須
山
章
、
杉
本
勉
）、
首
席
事
務
官
、

課
員
が
い
た
。

　
　

・ 

原
島
文
書
課
長
は
林
に
対
し
て
、外
交
記
録
公
開
に
対
す
る
要
求
が
高
ま
っ

て
い
る
の
で
、
し
っ
か
り
や
っ
て
ほ
し
い
と
求
め
た
。

　
　

・ 

企
画
官
三
人
の
う
ち
、
記
録
公
開
審
査
を
担
当
し
た
の
は
林
と
須
山
で
あ

る
。
杉
本
の
担
当
は
異
な
っ
て
い
た
。

　
　

・
須
山
は
林
よ
り
も
年
長
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
専
門
職
だ
っ
た
。

　
　

・ 

記
録
公
開
審
査
室
の
発
足
日
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
林
が
企
画
官
に
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昇
任
し
た
一
九
八
六
年
八
月
一
日
の
少
し
前
と
思
わ
れ
る
。

　
　

・ 
林
は
記
録
公
開
審
査
室
で
の
作
業
の
実
質
的
な
総
括
で
あ
っ
た
が
、
室
長

と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
く
、
辞
令
も
文
書
課
企
画
官
だ
っ
た
。

　
　

・ 

外
務
省
内
で
は
記
録
公
開
審
査
室
と
称
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
機

構
上
の
公
的
な
名
称
で
あ
っ
た
か
は
不
明
。

　
　

・
記
録
公
開
審
査
室
は
、
四
、
五
人
ぐ
ら
い
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
　

・ 

記
録
公
開
審
査
室
は
公
開
の
原
案
を
作
成
す
る
が
、
実
際
に
公
開
す
る
か

は
原
局
、
原
課
の
判
断
に
よ
る
。

　
　

・ 

当
時
の
公
開
案
件
と
し
て
、
日
米
行
政
協
定
に
つ
い
て
は
省
内
で
議
論
が

あ
っ
た
。
一
部
は
非
公
開
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
確
に
は
覚
え

て
い
な
い
。

　
　

・ 

記
録
公
開
審
査
室
の
発
足
後
も
、
当
面
は
外
交
史
料
館
に
あ
っ
た
外
交
記

録
調
査
室
と
併
存
し
た
。外
交
記
録
調
査
室
主
査
の
瓜
生
復
男
参
与
と
は
、

記
録
公
開
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
が
あ
る）
40
（

。

文
書
課
記
録
公
開
審
査
室
は
一
九
九
三
年
七
月
の
文
書
課
廃
止
に
伴
い
、
総
務

課
記
録
公
開
審
査
室
と
な
る
。
同
室
は
一
九
九
六
年
六
月
、
外
交
記
録
調
査
室
と

整
理
統
合
し
て
情
報
・
記
録
公
開
室
に
な
る
。
情
報
・
記
録
公
開
室
は
、
二
〇
〇

一
年
四
月
の
情
報
公
開
法
施
行
で
総
務
課
外
交
記
録
審
査
室
と
名
を
改
め
る
と
と

も
に
、
情
報
公
開
法
の
窓
口
と
し
て
総
務
課
情
報
公
開
室
が
新
設
さ
れ
る
。
外
交

記
録
審
査
室
と
改
称
さ
れ
た
の
は
、
情
報
・
記
録
公
開
室
の
ま
ま
だ
と
情
報
の
文

言
が
情
報
公
開
室
と
重
複
す
る
た
め
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
七
月
に
は
、
外
交
記
録
公
開
と
情
報
公
開
法
に
よ
る
開
示
を
連
携

さ
せ
る
た
め
、
総
務
課
内
の
外
交
記
録
審
査
室
と
情
報
公
開
室
、
移
管
文
書
班
が

外
交
記
録
・
情
報
公
開
室
に
統
合
さ
れ
、
い
ま
に
至
っ
て
い
る
。
一
方
の
外
交
記

録
審
査
委
員
会
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
四
日
の
第
一
七
回
外
交

記
録
公
開
ま
で
は
最
高
決
定
機
関
で
あ
り
続
け
た
。

記
録
公
開
に
か
か
わ
る
外
務
省
の
組
織
変
遷
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。一

九
七
五
年 

外
交
記
録
審
査
委
員
会
（
委
員
長
・
大
河
原
良
雄
官
房
長
）、

大
臣
官
房
文
書
課
外
交
記
録
調
査
室
設
置
（
主
査
・
鶴
我
七
蔵
参
与
、

外
務
省
退
職
者
で
構
成
、
通
称
「
鶴
我
チ
ー
ム
」、
以
後
の
主
査
は
瓜

生
復
男
参
与
ら
）

一
九
八
六
年 

大
臣
官
房
文
書
課
記
録
公
開
審
査
室
設
置
（
林
渉
ら
企
画
官

二
人
、
ほ
か
に
専
門
官
、
課
長
補
佐
ら
）

一
九
九
三
年 

大
臣
官
房
総
務
課
記
録
公
開
審
査
室
設
置
（
文
書
課
廃
課
に

よ
り
、
総
務
課
の
所
管
と
な
る
）

一
九
九
六
年 

大
臣
官
房
総
務
課
記
録
公
開
審
査
室
と
外
交
記
録
調
査
室
を

整
理
統
合
し
、
総
務
課
情
報
・
記
録
公
開
室
と
な
る

二
〇
〇
一
年 

大
臣
官
房
総
務
課
外
交
記
録
審
査
室
に
名
称
変
更
、
情
報
公

開
室
設
置
（
情
報
公
開
法
施
行
に
よ
り
）

二
〇
一
〇
年 

大
臣
官
房
総
務
課
外
交
記
録
・
情
報
公
開
室
設
置
（
外
交
記

録
審
査
室
、
情
報
公
開
室
、
移
管
文
書
班
を
統
合
））
41
（　
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こ
れ
ら
は
外
務
省
の
文
書
課
な
い
し
総
務
課
の
組
織
で
あ
り
、
公
開
審
査
に
有

識
者
が
加
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年

八
月
二
一
日
に
外
務
省
改
革
「
行
動
計
画
」
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
第

一
回
「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
」
が
二
〇
〇
三
年
七
月
一
五

日
に
開
催
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

有
識
者
は
石
井
米
雄
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
長
）、
河
野
康
子
（
法
政

大
学
教
授
）、
田
中
明
彦
（
東
京
大
学
教
授
）、
波
多
野
澄
雄
（
筑
波
大
学
教
授
）、

細
谷
千
博
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）、
毛
里
和
子
（
早
稲
田
大
学
教
授
）
で
あ
り
、

外
務
省
か
ら
は
草
加
純
男（
大
臣
官
房
総
務
課
長
）、徳
田
憲
彰（
外
交
史
料
館
長
）、

黒
田
舜
二
（
大
臣
官
房
総
務
課
記
録
官
）、
鈴
木
亮
太
郎
（
大
臣
官
房
総
務
課
情

報
公
開
室
長
）、
原
口
邦
紘
（
外
交
史
料
館
副
館
長
）、
佐
野
豪
俊
（
大
臣
官
房
総

務
課
課
長
補
佐
）
が
出
席
し
た
。
議
長
は
草
賀
が
務
め
た
。

「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
」
の
目
的
は
、「
行
動
計
画
」
に

あ
る
「
外
交
記
録
文
書
公
開
の
透
明
化
・
迅
速
化
」
の
一
環
と
し
て
、
学
識
経
験

者
か
ら
忌
憚
の
な
い
意
見
を
聞
く
こ
と
に
あ
る
。
議
題
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な

基
準
と
順
番
で
外
交
記
録
を
公
開
し
て
い
く
か
が
話
し
合
わ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
す
で
に
外
務
省
は
二
〇
〇
二
年
一
二
月
の
第
一
七
回
外
交
記
録
公

開
ま
で
に
戦
後
記
録
約
一
万
一
四
〇
〇
冊
を
主
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
公
開
し

て
お
り
、外
交
記
録
審
査
室
は
次
回
以
降
の
「
外
交
記
録
公
開
候
補
案
件
リ
ス
ト
」

を
諮
問
会
議
で
配
付
し
た
。
そ
こ
に
は
「
重
光
外
務
大
臣
訪
米
関
係
一
件

（
一
九
五
五
・
八
）」
な
ど
が
並
ん
で
い
る）
42
（

。

諮
問
会
議
は
第
三
回
ま
で
開
か
れ
た
。
第
三
回
は
二
〇
〇
四
年
七
月
一
四
日
で

あ
る
。
外
務
省
側
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
資
料
に
沿
っ
て
会
議
は
進
行
し
て
お

り
、
識
者
の
意
見
が
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
四
日
の
第
一
八
回
外
交
記
録
公
開
な

ど
に
大
き
く
反
映
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
細
谷
や
毛
里

ら
は
文
書
公
開
の
推
進
に
強
い
意
気
込
み
を
示
し
て
お
り
、
外
務
省
側
に
も
意
欲

は
み
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
諮
問
会
議
は
、
そ
の
後
の
積
極
的
な
公
開
へ
の
萌
芽

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た）
43
（

。

と
り
わ
け
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
に
は
、「
歴
史
的
文
書
の
再
審
査
手
続
」

が
外
務
省
内
で
決
裁
さ
れ
た
。「
歴
史
的
文
書
の
再
審
査
手
続
」
は
移
管
規
則
に

基
づ
き
、
利
用
者
が
公
開
制
限
文
書
の
利
用
を
申
し
出
た
場
合
を
想
定
し
て
、
外

交
史
料
館
長
な
い
し
総
務
課
長
に
よ
る
再
審
査
手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、利
用
者
が
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
た
際
に
は
、

総
務
課
長
が
判
定
案
を
作
成
し
て
官
房
長
の
決
裁
を
得
た
う
え
で
、
外
務
大
臣
の

名
義
で
判
定
結
果
を
申
立
者
に
回
答
す
る
。
外
務
省
は
再
審
査
の
実
施
方
法
を
具

体
的
に
定
め
た
の
で
あ
る）
44
（

。

七　
「
奇
妙
な
公
開
手
続
き
」
―
―
メ
デ
ィ
ア
の
反
応

そ
れ
ら
の
問
題
点
が
残
っ
た
に
し
て
も
、
一
九
七
六
年
か
ら
戦
後
記
録
を
公
開

し
始
め
た
こ
と
は
大
き
な
前
進
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
で
の
外
交
記
録
公
開
は
、
二

〇
〇
八
年
一
二
月
二
二
日
ま
で
第
二
一
回
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
、
一
万
二
二
三

六
冊
分
が
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
都
度
、
外
交
記
録
公
開
が
メ
デ
ィ
ア
で
大
き
く
取
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り
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
国
民
は
公
文
書
に
対
す
る
関
心
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。
外

交
記
録
公
開
で
便
宜
を
得
た
の
は
利
用
者
で
あ
る
が
、
記
録
公
開
の
イ
ン
パ
ク
ト

は
利
用
者
の
枠
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
三
〇
年
ル
ー
ル
の
法

的
不
備
、
原
本
の
非
公
開
、
他
省
庁
の
出
遅
れ
と
い
っ
た
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し

た
。
ひ
い
て
は
情
報
公
開
法
を
求
め
る
動
き
に
も
つ
な
が
る）
45
（

。

こ
れ
ら
の
論
点
は
、
記
録
公
開
が
重
ね
ら
れ
る
う
ち
に
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
初
期
の
一
例
と
し
て
『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
は
、
一
九
七
六
年

七
月
二
六
日
の
第
二
回
外
交
記
録
公
開
を
「
奇
妙
な
公
開
手
続
き
」
と
報
じ
て
い

る
。「
奇
妙
」
と
い
う
根
拠
は
四
つ
あ
る
。

第
一
に
、
新
聞
の
切
り
抜
き
や
報
道
用
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
な
ど
、
公
開
済
み

の
資
料
が
「
解
禁
文
書
」
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。

第
二
に
、媒
体
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
だ
け
で
あ
り
、現
物
を
見
ら
れ
な
い
。「
ア

メ
リ
カ
の
場
合
、
資
料
は
現
物
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
は
、
特
に
重
要
な
資
料
だ
け
が
厳
選
さ
れ
て
コ
ン
パ
ク
ト
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
」。

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
側
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
関
連
文
書
を
す
べ
て
解
禁
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、日
本
外
務
省
の
文
書
課
は
重
要
機
密
文
書
を
「
保
留
」
に
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
一
一
回
に
及
ん
だ
昭
和
天
皇
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（D

ouglas 

M
acA
rthur

）
元
帥
会
談
録
な
ど
が
含
ま
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
文
書
課
は
「
全
体
の
一
％
が
保
留
」
と
説
明
す
る
が
、
第
一
、
二
回
で
公
開

さ
れ
た
戦
後
外
交
記
録
約
一
五
万
頁
の
一
％
は
一
五
〇
〇
頁
に
も
な
る
。

第
四
に
、
極
秘
解
除
の
手
続
き
的
不
備
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
二
年
五
月

三
一
日
に
極
秘
解
除
さ
れ
た
近
衛
文
麿
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
会
談
録
は
、
す
で
に
元

拓
殖
大
学
総
長
の
矢
部
貞
治
や
憲
法
調
査
会
が
一
九
五
〇
年
代
に
閲
覧
し
て
い

た
。こ

れ
に
つ
い
て
藤
本
文
書
課
長
は
、「〔
昭
和
〕
四
十
七
年
に
解
除
と
あ
る
の
は
、

お
そ
ら
く
他
省
庁
の
要
請
で
閲
覧
を
申
し
込
ま
れ
た
際
、
解
除
手
続
き
し
た
か
ら

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
こ
の
省
庁
で
、
ど
の
よ
う
な
要
請
だ
っ
た
か
記
録

を
調
べ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
し
、
記
録
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
わ
か
ら
な
い
。
矢

部
貞
治
さ
ん
や
憲
法
調
査
会
が
閲
覧
し
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
説
明
し
て

い
る
。

『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
は
、「
極
秘
文
書
を
外
部
に
出
し
、そ
れ
か
ら
二
十
数
年
た
っ

て
解
除
、
し
か
も
そ
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
の
は
、
ズ
サ
ン
過
ぎ
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
論
じ
た
。
外
交
記
録
公
開
が
進
む
に
つ
れ
て
、
疑
問
の
声

が
広
ま
っ
た
の
で
あ
る）
46
（

。
外
務
省
は
閲
覧
者
の
反
応
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に
、
メ
デ
ィ
ア
で
の
扱
わ
れ
方
に
腐
心
し
た）
47
（

。

八　
「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」

三
〇
年
ル
ー
ル
の
制
度
的
根
拠
が
弱
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
補
足
し
た
い
。
前

述
の
よ
う
に
記
事
資
料
「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」
は
、
の
ち
の
情
報
公
開

法
や
公
文
書
管
理
法
の
よ
う
な
法
制
定
を
伴
っ
て
お
ら
ず
、
外
務
省
内
の
大
臣
決

裁
で
あ
っ
た
。

一
方
、
一
九
六
一
年
八
月
三
〇
日
に
外
務
事
務
次
官
決
裁
と
な
っ
た
「
外
務
省
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記
録
及
び
記
録
文
書
保
管
、
保
存
、
廃
棄
規
程
」
は
、
第
一
回
外
交
記
録
公
開
の

前
後
で
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
第
一
回
公
開
の
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
に
改
正

さ
れ
た
の
は
、「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
「
戦
前
記
録
は
原
本
に
よ
り
、
戦
後
記
録
は
原
則
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
・

フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
閲
覧
す
る
」
と
さ
れ
た
ほ
か
、
利
用
の
基
準
が
緩

和
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
一
九
七
一
年
四
月
一
五
日
付
け
「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に

関
す
る
規
則
」
で
は
、
閲
覧
者
の
範
囲
が
「
大
学
、
研
究
所
、
調
査
機
関
等
に
お

い
て
研
究
調
査
に
従
事
す
る
者
お
よ
び
そ
の
他
研
究
調
査
に
従
事
す
る
者
で
信
頼

で
き
る
紹
介
状
又
は
推
せ
ん
状
を
所
持
す
る
者
」
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
七
六
年

五
月
三
一
日
の
改
正
で
は
、「
研
究
調
査
を
目
的
と
す
る
満
二
〇
歳
以
上
の
者
で

信
頼
で
き
る
紹
介
状
、
推
せ
ん
状
又
は
身
分
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。）
を
所
持
す
る
者
」
と
さ
れ
、
二
〇
歳
以
上
で
身
分
証
明
書
さ
え
あ
れ
ば
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）
48
（

。

「
外
務
省
記
録
及
び
記
録
文
書
保
管
、
保
存
、
廃
棄
規
程
」
は
文
書
課
を
主
管

と
し
、
外
務
事
務
次
官
決
裁
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利

用
に
関
す
る
規
則
」
は
、外
交
史
料
館
総
務
室
で
起
案
し
、官
房
長
の
決
裁
と
な
っ

て
い
た）
49
（

。

と
い
っ
て
も
、
外
交
史
料
館
と
文
書
課
は
別
組
織
で
は
な
く
、
外
交
史
料
館
は

文
書
課
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
当
初
は
、
文
書
課
長
が
外
交
史
料
館

長
を
兼
任
し
て
い
た
。
初
代
館
長
の
橘
た
ち
ば
な
け
い
い
ち

敬
一
館
長
は
、
一
九
七
〇
年
七
月
一
日

か
ら
文
書
課
長
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
七
一
年
四
月
一
五
日
の
外
交
史
料
館
開
設

と
と
も
に
館
長
を
兼
任
し
た
。
橘
は
逓
信
官
吏
練
習
所
卒
で
一
九
四
七
年
に
外
務

省
入
り
し
、
文
書
課
長
兼
外
交
史
料
館
長
を
経
て
、
駐
英
公
使
、
駐
ガ
ー
ナ
大
使
、

駐
ヨ
ル
ダ
ン
大
使
な
ど
を
務
め
て
い
る）
50
（

。
文
書
課
長
に
よ
る
館
長
兼
任
が
示
す
よ

う
に
、
外
交
史
料
館
の
位
置
づ
け
は
省
内
で
非
常
に
低
か
っ
た
の
で
あ
る）
51
（

。

正
式
に
は
一
九
七
七
年
四
月
一
八
日
、
鳩
山
威い

一い
ち

郎ろ
う

外
相
名
の
外
務
省
令
第

一
号
に
よ
り
、
外
務
省
設
置
法
を
実
施
す
る
た
め
省
内
部
部
局
組
織
規
程
が
改
正

さ
れ
、「
大
臣
官
房
文
書
課
に
、
外
交
史
料
館
を
置
く
」
と
よ
う
や
く
正
式
に
定

め
ら
れ
た
。
館
長
の
役
職
名
は
、
正
確
に
は
大
臣
官
房
文
書
課
外
交
史
料
館
長
で

あ
る
。
翌
年
一
月
一
七
日
に
は
加
藤
千ち

幸さ
ち

が
文
書
課
長
と
兼
任
し
、
大
臣
官
房
文

書
課
長
兼
大
臣
官
房
文
書
課
外
交
史
料
館
長
と
な
っ
て
い
る
。
加
藤
は
小
和
田
恆

や
國
廣
道
彦
と
同
じ
一
九
五
五
年
入
省
の
キ
ャ
リ
ア
で
、
シ
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ス

イ
ス
で
大
使
を
歴
任
し
た）
52
（

。

九　

文
書
管
理
体
制
の
推
移

こ
こ
ま
で
は
文
書
課
や
文
書
課
長
の
役
割
な
ど
を
論
じ
て
き
た
。
文
書
課
は

一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
永
久
保
存
指
定
フ
ァ
イ
ル
、
い
わ
ゆ
る
青
フ
ァ
イ
ル
を

作
成
し
な
く
な
り
、
一
九
九
三
年
に
は
文
書
課
自
体
が
廃
課
と
な
る
。
そ
こ
で
、

外
務
省
文
書
管
理
体
制
の
変
遷
と
懸
案
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
二
〇
〇
四
年
六

月
二
二
日
の
外
務
省
「
外
務
省
に
お
け
る
情
報
公
開
の
現
状
と
問
題
点
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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外
務
省
の
文
書
管
理
体
制
の
推
移

　

・ 
一
九
七
〇
年
代
ま
で
…
…
各
課
室
か
ら
書
庫
に
移
管
さ
れ
た
永
久
保
存
指

定
フ
ァ
イ
ル
を
、
大
臣
官
房
文
書
課
に
お
い
て
編
纂
し
て
い
た
（
い
わ
ゆ

る
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
の
作
成
）。

　

・ 

一
九
七
〇
年
代
以
降
…
…
青
フ
ァ
イ
ル
へ
の
編
纂
を
中
止
し
、
各
課
室
の

作
成
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
所
属
文
書
の
件
名
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
つ
け
た

状
態
で
書
庫
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

・ 

一
九
九
三
年
以
降
…
…
総
合
外
交
政
策
局
の
新
設
等
を
実
施
し
た
外
務
省

全
体
の
機
構
改
革
に
伴
い
官
房
文
書
課
を
廃
止
、
文
書
管
理
業
務
は
官
房

総
務
課
に
移
管
。

　

・ 

二
〇
〇
一
年
四
月
…
…
情
報
公
開
法
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
及
び
同
法
施

行
令
に
沿
う
よ
う
文
書
管
理
規
程
を
改
訂
。

　

・ 

一
方
、
一
九
七
五
年
以
降
、
外
交
記
録
公
開
制
度
に
よ
り
、
原
則
と
し
て

作
成
後
三
〇
年
を
経
過
し
た
戦
後
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
公

開
を
実
施
。

こ
こ
に
は
、
四
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
戦
前
来
の
伝
統
あ
る
青
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
を
一
九
七
〇
年
代
以
降
に

中
止
し
た
。「
文
書
管
理
要
員
が
不
足
す
る
中
で
、
文
書
量
は
増
大
す
る
一
方
」

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
文
書
課
が
青
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
な
く
な
っ
た
代
わ
り
と
し
て
、
原

課
が
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
際
に
、
統
一
的
な
基
準
は
不
明
確
と
な
っ
た
。

フ
ァ
イ
ル
作
成
で
原
課
の
仕
事
量
が
増
え
た
た
め
、
本
来
の
業
務
を
停
滞
さ
せ
る

こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
文
書
課
が
一
九
九
三
年
の
外
務
省
機
構
改
革
で
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
文
書
管
理
は
総
務
課
に
引
き
継
が
れ
た
に
せ
よ
、
文
書
の
体
系
的
把
握
が

困
難
に
な
っ
た
。

第
四
に
、
情
報
公
開
法
の
施
行
に
よ
っ
て
文
書
管
理
規
程
を
改
定
し
た
た
め
、

件
名
が
全
省
庁
と
の
統
一
基
準
と
な
り
、
件
名
か
ら
は
フ
ァ
イ
ル
の
中
身
が
分
か

り
に
く
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
文
書
管
理
体
制
の
推
移
に
よ
り
、「
使
用
済
み
・
保
存
期
限
切
れ

文
書
の
整
理
・
廃
棄
が
追
い
つ
か
な
い
」、「
保
存
文
書
量
が
増
大
し
、
文
書
の
探

索
に
要
す
る
時
間
・
手
間
負
担
が
増
加
」
と
い
う
「
悪
循
環
」
が
発
生
し
た
の
で

あ
る）
53
（

。
第
二
の
点
に
つ
い
て
補
足
し
た
い
。
一
九
八
三
年
か
ら
二
年
間
、
ア
ジ
ア
局
中

国
課
長
を
務
め
た
浅
井
基
文
に
よ
る
と
、
中
国
課
に
は
文
書
管
理
の
担
当
者
が
二

人
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
業
務
を
抱
え
て
お
り
、
空
い
た
時
間
で
フ
ァ

イ
ル
化
を
行
っ
て
い
た
。
客
観
的
基
準
が
不
明
確
な
ま
ま
課
長
自
ら
全
文
書
に
目

を
通
し
、
そ
の
う
え
で
ア
ジ
ア
局
長
に
持
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
膨
大
な
仕
事

量
で
あ
っ
た
と
い
う）
54
（

。

こ
の
間
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
八
日
決
裁
の
外
務
省
訓
令
第
六
号
に
よ
り
、「
外

務
本
省
主
管
文
書
、
記
録
文
書
管
理
規
程
」
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
一
年

八
月
の
「
外
務
省
記
録
及
び
記
録
文
書
保
管
、
保
存
、
廃
棄
規
程
」
を
改
定
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
八
〇
年
の
「
外
務
省
主
管
文
書
、
記
録
文
書
管
理
規
程
」
で
注
目
さ
れ
る

は
、一
九
七
〇
年
代
に
文
書
課
が
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、

「
主
管
文
書
」、「
記
録
文
書
」、「
記
録
フ
ァ
イ
ル
」、「
記
録
」
を
定
義
し
た
こ
と

で
あ
る
。
一
部
を
抜
粋
し
て
お
く
。

「
主
管
文
書
」
と
は
、各
局
部
課
（
室
）
の
主
管
事
項
に
係
る
文
書
で
あ
っ

て
、
現
に
各
局
部
課
（
室
）
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
文
書
を
い
い
、「
主

管
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
主
管
文
書
を
管
理
す
る
た
め
の
冊
子
を
い
う
。

「
記
録
文
書
」
と
は
、
各
局
部
課
（
室
）
長
か
ら
文
書
課
長
に
移
管
さ
れ

た
文
書
を
い
い
、「
記
録
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
記
録
文
書
を
管
理
す
る
た
め

の
冊
子
を
い
う
。

「
記
録
」
と
は
外
務
省
文
書
編
さ
ん
規
程
及
び
同
施
行
細
則
（
昭
和
六
年

五
月
一
八
日
制
定
、
同
三
六
年
九
月
一
三
日
改
正
）
に
基
づ
き
、
永
久
保
存

指
定
の
文
書
記
録
を
編
さ
ん
し
た
も
の
を
い
う
。

そ
し
て
、「
主
管
フ
ァ
イ
ル
は
、
執
務
上
に
お
け
る
常
用
性
を
失
っ
た
際
に
は
、

外
務
本
省
内
に
お
け
る
広
汎
な
利
用
に
供
す
る
た
め
、
次
条
に
規
定
す
る
保
存
期

限
を
指
定
の
上
、
速
や
か
に
文
書
課
長
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

た
。「
次
条
に
規
定
す
る
保
存
期
限
」
と
は
、
永
年
、
一
〇
年
、
五
年
、
一
年
の

い
ず
れ
か
で
あ
り
、「
主
管
局
部
課
（
室
）
長
が
関
係
局
部
課
（
室
）
長
と
協
議
」

し
て
決
め
る）
55
（

。

一
〇　

三
つ
の
文
脈
と
大
平
の
講
演

以
上
を
要
す
る
に
、
戦
後
外
交
記
録
公
開
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
大
別
し
て
三
者

が
当
事
者
で
あ
っ
た
。
三
者
と
は
、
二
度
の
外
相
を
務
め
た
大
平
に
代
表
さ
れ
る

政
治
家
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
公
開
と
い
う
形
で
応
え
た
外
務
省
、
欧
米
の
公
開

制
度
を
知
る
細
谷
千
博
や
萩
原
延
壽
の
よ
う
な
有
識
者
で
あ
る
。
外
務
省
は
日
本

政
府
内
で
文
書
公
開
の
優
等
生
だ
と
し
て
も
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
内
発
的

に
戦
後
記
録
公
開
を
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

言
い
換
え
る
な
ら
、外
交
記
録
公
開
制
度
の
確
立
に
は
三
つ
の
文
脈
が
あ
っ
た
。

第
一
に
、
萩
原
論
文
を
目
に
し
た
大
平
が
、
外
相
就
任
後
に
「
民
主
主
義
の
根

本
」
と
し
て
公
開
制
度
の
検
討
を
命
じ
た
先
見
性
で
あ
る
。

第
二
に
、
外
務
省
が
戦
前
か
ら
『
外
務
省
公
表
集
』
や
『
大
日
本
外
交
文
書
』

を
刊
行
し
て
お
り
、
外
務
省
外
交
史
料
館
と
い
う
独
自
の
史
料
館
で
戦
前
の
記
録

を
公
開
し
て
い
た
伝
統
で
あ
る
。

第
三
に
、『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
会
委
員
長
で
も
あ
っ
た
細
谷
に
代
表

さ
れ
る
知
識
人
と
大
河
原
官
房
長
を
中
心
と
す
る
外
務
省
の
共
振
で
あ
る
。

三
つ
の
文
脈
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
外
交
記
録
公
開
の
起
源
は
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
て
い
た
ら
、
公
開
制
度
の
成
立
は
遅
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。

大
平
は
福
田
赳
夫
内
閣
期
の
一
九
七
七
年
二
月
一
八
日
、
自
民
党
幹
事
長
と
し

て
内
外
情
勢
調
査
会
で
講
演
し
て
い
る
。講
演
を
主
催
し
た
内
外
情
勢
調
査
会
は
、
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時
事
通
信
社
の
関
連
団
体
で
あ
っ
た）
56
（

。
会
場
は
帝
国
ホ
テ
ル
で
、
大
平
は
「
転
換

期
の
政
治
」
を
演
題
と
し
た
。
こ
こ
で
大
平
は
、
外
交
記
録
公
開
の
意
義
と
そ
の

先
の
展
望
を
語
っ
て
い
る
。

私
が
外
務
省
に
お
り
ま
し
た
と
き
に
、
外
交
文
書
の
公
開
と
い
う
原
則
を

検
討
い
た
し
ま
し
て
、
わ
が
国
で
も
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
決
断
し
実
行
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
、
終
戦
直
後
の
外
交
文
書

が
国
民
の
前
に
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
皆
様
ご
案
内
の
と
お
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
今
日
や
る
こ
と
は
、
二
十
五
年
か
三
十
年
と
い
う
年
限
を
経

た
後
に
な
っ
て
、
後
世
の
方
々
が
十
分
な
検
証
を
す
る
。
そ
れ
に
耐
え
る
だ

け
の
こ
と
を
自
信
を
持
っ
て
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
わ

れ
わ
れ
公
職
に
あ
る
も
の
の
自
覚
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
う
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

「
後
世
の
方
々
が
十
分
な
検
証
を
す
る
」
と
語
っ
た
と
き
、大
平
の
念
頭
に
あ
っ

た
の
は
外
務
省
文
書
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
大
平
は
、
ポ
ス
ト
福
田
の
総

理
を
見
据
え
て
い
た）
57
（

。

次
期
首
相
を
意
識
し
て
い
た
大
平
の
関
心
は
、外
交
記
録
公
開
に
と
ど
ま
ら
ず
、

他
省
庁
で
の
文
書
公
開
に
向
か
う
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
一
九
七
八
年

一
二
月
七
日
に
大
平
内
閣
が
成
立
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
な
る
の
は
、

外
交
記
録
公
開
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
萩
原
で
あ
っ
た
。
首
相
就
任
前
後
の
大
平

と
萩
原
の
関
係
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

一
一　

三
通
の
大
平
首
相
宛
萩
原
書
簡

大
平
は
一
九
七
八
年
一
一
月
二
七
日
の
自
民
党
総
裁
予
備
選
で
首
位
に
立
っ

た
。
二
位
の
福
田
が
本
選
挙
を
辞
退
し
、
大
平
は
「
大
福
決
戦
」
に
勝
利
し
た
。

現
職
の
福
田
有
利
と
の
見
方
も
あ
る
な
か
、
大
平
は
田
中
角
栄
の
支
援
を
得
て
懸

命
に
巻
き
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
平
の
首
相
就
任
は
確
定
的
と
な
り
、
第
一

次
大
平
内
閣
は
一
二
月
七
日
に
成
立
す
る
。

そ
の
大
平
に
萩
原
は
一
一
月
三
〇
日
付
け
で
書
簡
を
送
っ
て
い
た
。
萩
原
は
書

簡
で
伊
藤
昌
哉
を
重
用
す
る
よ
う
に
助
言
す
る
と
と
も
に
、
ブ
レ
ー
ン
と
す
べ
き

人
材
に
つ
い
て
も
具
体
名
を
挙
げ
た
。
佐
藤
内
閣
期
に
楠
田
實
首
席
秘
書
官
が
用

い
た
知
識
人
や
知
人
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
Ａ
か
ら
Ｃ
で
ラ
ン
ク
付
け
し
た
の
で

あ
る
。

最
上
の
Ａ
ラ
ン
ク
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
長
の
梅う
め

棹さ
お

忠た
だ

夫お

、
東
大
教
授
の

京
極
純
一
、
東
大
名
誉
教
授
の
丸
山
眞
男
、
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
教
授
の
ロ
ナ
ル
ド
・

ド
ー
ア
（Ronald D

ore

）
の
四
人
だ
っ
た
。
Ａ
ラ
ン
ク
と
Ｂ
ラ
ン
ク
の
間
と
さ

れ
た
の
が
、
東
大
教
授
の
中
根
千
枝
、
京
大
教
授
の
高
坂
正
堯
、
大
阪
大
学
教
授

の
山
崎
正
和
、
シ
カ
ゴ
大
学
教
授
の
入
江
昭
ら
計
七
人
で
あ
っ
た
。
萩
原
の
献
策

が
ど
こ
ま
で
影
響
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
か
つ
て
佐
藤
内
閣
の
ブ
レ
ー
ン
だ
っ
た

高
坂
や
山
崎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
平
内
閣
の
総
合
安
全
保
障
研
究
グ
ル
ー
プ
や
田
園

都
市
構
想
研
究
グ
ル
ー
プ
に
用
い
ら
れ
て
い
る）
58
（

。
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萩
原
は
一
二
月
四
日
の
書
簡
で
も
、「
佐
藤
＝
福
田
＝
楠
田
系
の
知
識
人
」
と

し
て
作
家
の
小
松
左
京
を
Ａ
ラ
ン
ク
と
す
る
な
ど
補
足
し
、「
伊
藤
さ
ん
を
介
し

て
接
触
を
保
た
れ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
」
と
勧
め
て
い
る
。
ま
た
、「
森
田
さ

ん
が
付
き
合
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
」
と
前
置
き
の
う
え
、
佐
藤
誠
三
郎

と
公
文
俊
平
の
両
東
大
教
授
を
「
た
い
へ
ん
良
く
出
来
る
方
々
」
と
記
し
て
い
る
。

「『
全
方
位
外
交
』
は
、
佐
藤
、
福
田
氏
に
ち
か
か
っ
た
国
際
政
治
学
者
若
泉
敬
氏

の
造
語
だ
そ
う
で
す
が
、
小
生
は
あ
の
こ
と
ば
の
曖
昧
性
を
好
ま
し
い
も
の
だ
と

は
思
い
ま
せ
ん
」
と
も
述
べ
た
。

そ
の
う
え
で
萩
原
は
、
文
書
公
開
に
つ
い
て
進
言
し
て
い
る
。

数
年
前
、
田
中
内
閣
の
時
代
に
、
外
務
省
文
書
に
つ
い
て
は
、
御
助
力
を

0

0

0

0

い
た
だ
き

0

0

0

0

、
こ
の
原
則
が
確
立
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
じ

つ
に
地
味
な
仕
事
で
す
が
、心
あ
る
諸
外
国
の
学
者
や
日
本
の
研
究
者
か
ら
、

自
民
党
政
治
の
お
こ
な
っ
た
快
挙
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
じ
つ
に
高
く
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
あ
の
と
き
の
御
援
助
に
た
い
し
て
心

か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
外
務
省
以
外
の
文
書
に
つ
い
て
も
（
英
米
独
は
、
す
べ
て
の
政
府

関
係
公
文
書
に
つ
い
て
、
こ
の
「
三
十
年
ル
ー
ル
」
を
適
用
し
て
い
ま
す
）、

こ
の
原
則
を
確
立
し
て
い
た
だ
き
た
く
、年
が
明
け
ま
し
た
ら
（
二
月
か
ら
、

朝
日
新
聞
の
「
遠
い
崖
」
の
連
載
を
約
一
年
中
断
し
、
す
こ
し
時
間
の
余
裕

が
で
き
ま
す
の
で
）、
こ
の
提
言
を
ど
こ
か
の
新
聞
に
書
こ
う
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
節
は
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
御
援
助
を
た
ま
わ
り
た
く
存
じ
ま

す
）
59
（

。

大
平
の
首
席
秘
書
官
だ
っ
た
森
田
一
に
よ
る
と
、
大
平
は
萩
原
と
「
日
頃
か
ら

意
見
を
交
換
し
て
自
分
の
蓄
え
に
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
」
だ
っ
た
と
い
う
。

〔
国
会
演
説
原
稿
の
推
敲
な
ど
に
つ
い
て
大
平
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
〕
一
番

有
名
な
の
は
佐
藤
誠
三
郎
、
公
文
俊
平
、
香
山
健
一
〔
学
習
院
大
学
教
授
〕

の
三
人
で
す
け
ど
、〔
中
略
〕
高
坂
正
堯
な
ん
か
に
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
て

い
た
と
思
い
ま
す
し
。
自
分
が
尊
敬
す
る
学
者
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
の
は

一
貫
し
て
あ
り
ま
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
こ
と
を
書

い
た
萩
原
延
壽
さ
ん
も
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
来
て
い
ま
し
た
よ
。
萩
原
延
壽
さ

ん
に
は
、
具
体
的
に
原
稿
を
見
せ
た
と
か
い
う
の
で
は
な
く
て
、
日
頃
か
ら

意
見
を
交
換
し
て
自
分
の
蓄
え
に
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
し
た
ね）
60
（

。

大
平
は
首
相
期
に
何
度
か
萩
原
と
面
談
し
て
い
る
ほ
か
、
森
田
首
席
秘
書
官
や

第
二
次
大
平
内
閣
で
官
房
長
官
と
な
る
伊
東
正
義
を
介
し
て
萩
原
の
意
見
を
聴
取

す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
七
九
年
一
月
八
日
の
大
平
宛
萩
原
書
簡
か
ら
読
み
取

れ
る）
61
（

。
大
平
が
萩
原
と
頻
繁
に
会
わ
な
か
っ
た
の
は
、
多
忙
さ
も
あ
ろ
う
が
、
外

交
記
録
公
開
の
基
礎
を
築
い
た
経
験
か
ら
、
文
書
公
開
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た

た
め
だ
ろ
う
。
萩
原
が
書
簡
で
こ
れ
以
上
の
委
員
は
引
き
受
け
た
く
な
い
と
伝
え

た
こ
と
も
あ
り
、
萩
原
は
、
九
つ
あ
っ
た
大
平
の
政
策
研
究
会
に
も
属
し
て
い
な

い
）
62
（

。
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萩
原
は
四
月
二
七
日
の
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
に
「『
遠
い
崖
』
史
料
の
扉 

海
外

の
私
的
文
書
に
恵
ま
れ
て
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。
日
本
政
府
へ
の
提
言
と
い
う
形

で
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
挙
げ
て
、「
お
よ
そ
三
十
年
前
ま
で
の
公
式
の

記
録
は
、
す
べ
て
研
究
者
の
閲
覧
に
供
す
る
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
た
て
て

い
る
規
則
」
を
論
じ
た）
63
（

。

萩
原
は
大
平
没
後
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

大
平
さ
ん
は
首
相
に
な
っ
て
か
ら
、
今
度
は
「
三
十
年
ル
ー
ル
」
を
他
の

全
省
庁
の
文
書
に
も
適
用
す
べ
く
、
着
実
な
指
示
を
あ
た
え
て
い
た
こ
と
を

聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
完
全
な
る
実
施
を
見
る
前
に
急
逝
し
て
し
ま
っ
た
。

「
三
十
年
ル
ー
ル
」
の
採
用
は
些〔
さ

事じ
〕
の
よ
う
に
見
え
て
、
け
っ
し
て
些
事
で

は
な
く
、
日
本
が
他
の
文
明
諸
国
に
伍
し
て
ゆ
く
上
で
の
必
要
不
可
欠
な
手

続
き
の
ひ
と
つ
で
あ
る）
64
（

。

大
平
は
、
三
〇
年
ル
ー
ル
を
全
省
庁
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
果
た
せ

ず
に
急
逝
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
全
省
庁
に
適
用
す
る
に
は
、
法
的
整
備
が
必

要
と
な
る
。
な
ら
ば
大
平
は
、
三
〇
年
ル
ー
ル
の
全
面
的
適
用
を
い
か
に
進
め
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
。

一
二　

情
報
公
開
法
制
定
の
動
き
―
―
大
平
と
新
自
由
ク
ラ
ブ

大
平
首
相
は
一
九
七
九
年
八
月
二
二
日
の
自
民
党
夏
季
全
国
研
修
会
で
、「
政

府
の
情
報
の
公
開
の
問
題
な
ど
を
検
討
し
て
」
い
る
と
講
演
し
て
い
た
。
こ
の
発

言
は
、
三
木
内
閣
が
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
後
に
閣
議
決
定
し
た
「
再
発
防
止
策
」
を

受
け
て
い
る
。

他
方
で
大
平
は
、
同
年
一
月
二
五
日
の
第
八
七
回
国
会
施
政
方
針
演
説
で
「
文

化
の
時
代
」
を
説
き
な
が
ら
も
、
情
報
公
開
や
文
書
管
理
に
つ
い
て
論
及
し
て
い

な
い）
65
（

。
ま
た
、
大
平
内
閣
は
、
九
つ
の
政
策
研
究
グ
ル
ー
プ
を
用
い
た
ブ
レ
ー
ン

政
治
で
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
情
報
公
開
や
公
文
書
管
理
の
政
策
研
究
グ
ル
ー
プ

は
立
ち
上
げ
て
お
ら
ず
、
大
平
は
各
グ
ル
ー
プ
第
一
回
会
合
で
も
情
報
公
開
に
触

れ
て
い
な
い）
66
（

。
当
初
は
情
報
公
開
に
慎
重
だ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

変
化
の
兆
し
が
表
れ
る
の
は
、
第
二
次
大
平
内
閣
が
一
九
七
九
年
一
一
月
九
日

に
発
足
す
る
前
後
で
あ
っ
た
。
自
民
党
は
一
〇
月
七
日
の
総
選
挙
で
一
議
席
減
と

な
り
、「
四
〇
日
抗
争
」
と
呼
ば
れ
る
福
田
ら
反
主
流
派
と
の
い
さ
か
い
に
も
つ

れ
込
ん
だ
。
大
平
は
衆
議
院
で
首
班
指
名
を
勝
ち
取
る
も
、
第
二
次
内
閣
は
不
安

定
で
あ
っ
た
。

そ
の
不
安
定
さ
は
、
か
え
っ
て
情
報
公
開
法
の
制
定
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
新

自
由
ク
ラ
ブ
が
衆
議
院
の
首
班
指
名
投
票
で
大
平
支
持
を
打
ち
出
す
際
に
、
政
治

腐
敗
防
止
の
た
め
情
報
公
開
法
を
求
め
、
河
野
洋
平
代
表
と
大
平
が
一
一
月
四
日

に
合
意
し
た
の
で
あ
る
。
政
治
腐
敗
の
象
徴
と
目
さ
れ
た
の
は
、
大
平
の
盟
友
、

田
中
角
栄
で
あ
る
が
、
新
自
由
ク
ラ
ブ
と
の
合
意
は
文
書
公
開
に
向
け
て
追
い
風

と
な
る
。
新
自
由
ク
ラ
ブ
が
求
め
る
情
報
公
開
法
は
、大
平
の
信
念
と
合
致
し
た
。

大
平
は
新
自
由
ク
ラ
ブ
と
の
政
策
合
意
で
、
自
民
党
内
に
反
対
も
あ
る
情
報
公
開

に
大
義
名
分
を
得
た
。
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新
自
由
ク
ラ
ブ
は
、
先
の
総
選
挙
で
当
選
者
四
人
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
政
界

再
編
に
活
路
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
大
平
は
新
自
由
ク
ラ
ブ
の
田
川
誠
一
の

文
相
起
用
を
模
索
し
た
が
、
も
と
も
と
反
自
民
を
掲
げ
て
い
た
新
自
由
ク
ラ
ブ
か

ら
閣
僚
は
得
ら
れ
な
か
っ
た）
67
（

。

新
自
由
ク
ラ
ブ
代
表
代
行
と
な
っ
た
田
川
は
、
情
報
公
開
法
案
の
早
期
国
会
提

出
を
大
平
に
申
し
入
れ
た
。
大
平
は
一
二
月
二
四
日
、「
積
極
的
に
検
討
し
、
取

り
組
ん
で
み
る
」
と
応
え
て
い
る
。
し
か
も
大
平
は
、
内
閣
官
房
の
内
閣
審
議
室

が
情
報
公
開
法
を
担
当
す
る
こ
と
と
し
、
行
政
管
理
庁
の
専
門
家
二
人
を
兼
務
と

し
て
発
令
済
み
と
説
明
し
た
。
も
っ
と
も
大
平
の
周
辺
は
、「
白
紙
の
状
態
で
勉

強
す
る
段
階
」、「
結
論
が
出
る
に
は
一
年
以
上
か
か
る
」
と
の
判
断
を
示
し
て
い

た
）
68
（

。大
平
は
一
九
八
〇
年
一
月
二
五
日
の
第
九
一
回
国
会
施
政
方
針
演
説
で
、「
最

近
、
い
わ
ゆ
る
情
報
の
公
開
と
管
理
に
つ
い
て
の
議
論
が
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

政
府
は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
の
改
善
に
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
後
と

も
情
報
の
円
滑
な
提
供
と
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
鋭
意
検
討
を
行
い
、
所
要
の

改
善
措
置
を
講
じ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た）
69
（

。

さ
ら
に
大
平
は
一
月
二
九
日
の
参
議
院
本
会
議
で
、
藤
田
進
社
会
党
議
員
の
質

問
を
受
け
て
前
向
き
の
姿
勢
を
示
す
。

藤
田
さ
ん
は
、
政
治
腐
敗
の
防
止
策
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
情
報
公
開

法
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
お
尋
ね
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
的
行
政
手
続
法
の
整
備
と
の
関
係
、

わ
が
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
情
報
管
理
の
あ
り
方
等
と
の
関
係
を
十
分
検

討
す
る
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
る
し
、
諸
外
国
の
制
度
、
そ
の
運
用
の
実
態
等

も
あ
わ
せ
て
幅
広
く
検
討
を
進
め
て
こ
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
考
え
て
お
り
ま
す）
70
（

。

一
三　

閣
議
了
解
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
で
国
立
公
文
書
館
所

蔵
文
書
を
い
く
つ
か
開
示
し
て
み
た
。そ
れ
に
よ
る
と
大
平
が
演
説
し
た
よ
う
に
、

内
閣
審
議
室
は
一
九
八
〇
年
一
月
一
七
日
、
二
月
一
五
日
、
四
月
二
日
、
五
月

一
三
、
二
二
日
、
七
月
二
四
日
に
各
省
庁
の
総
務
課
長
や
文
書
課
長
と
連
絡
会
議

を
行
っ
て
い
た
。
会
議
の
目
的
は
、
情
報
公
開
の
改
善
措
置
を
協
議
す
る
こ
と
に

あ
る
。
会
場
に
は
、総
理
府
の
会
議
室
が
用
い
ら
れ
た
。
地
方
の
動
き
と
し
て
は
、

神
奈
川
県
議
会
が
情
報
公
開
法
制
定
促
進
の
意
見
書
を
大
平
ら
に
提
出
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
連
絡
会
議
は
、
情
報
公
開
法
の
制
定
に
直
結
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
こ
と
は
五
月
二
六
日
、
事
務
方
の
内
閣
官
房
副
長
官
の
翁
久
次
郎
が

事
務
次
官
会
議
で
行
っ
た
発
言
に
表
れ
て
い
る
。
翁
は
、「
情
報
の
提
供
に
つ
い

て
出
来
る
だ
け
改
善
を
図
る
こ
と
と
し
た
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
法
制
化
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
慎
重
に
検
討

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
当
面
の
政
府

の
方
針
と
し
て
、
お
手
も
と
の
閣
議
了
解
案
を
策
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
」
と

述
べ
て
い
る
。
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閣
議
了
解
案
の
内
容
は
、
第
一
に
、
情
報
提
供
に
関
す
る
手
続
き
や
窓
口
、
目

録
の
整
備
、
第
二
に
、
情
報
管
理
や
提
供
の
見
直
し
と
公
開
基
準
の
策
定
、「
我

が
国
の
実
情
に
合
っ
た
情
報
公
開
に
関
す
る
法
制
化
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
幅
広

く
検
討
を
進
め
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。

伊
東
正
義
官
房
長
官
は
翌
五
月
二
七
日
の
閣
議
で
、「
法
制
化
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
種
々
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
慎
重
に
検
討
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
当
面
の
政
府
の
方
針
と

し
て
、
お
手
も
と
の
閣
議
了
解
案
を
策
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
」
と
前
日
の
翁

発
言
を
な
ぞ
っ
て
い
る）
71
（

。

他
方
で
学
識
経
験
者
か
ら
は
、
情
報
公
開
法
制
定
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
。

し
か
し
、
法
制
定
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
東
大
教
授
の
篠
原
一
は
一
九
八
〇
年
四

月
八
日
、「
守
秘
義
務
、
さ
ら
に
は
機
密
保
護
と
い
う
情
報
公
開
と
一
八
〇
度
方

向
の
異
な
る
考
え
方
が
あ
る
。
公
務
員
が
ゆ
え
な
く
情
報
を
秘
匿
す
れ
ば
罰
を
う

け
る
と
す
る
情
報
公
開
法
の
精
神
と
、
情
報
を
市
民
に
も
ら
せ
ば
罰
に
な
る
と
い

う
守
秘
義
務
の
考
え
方
と
は
真
向
か
ら
対
立
す
る
。〔
中
略
〕
こ
の
よ
う
な
行
政

の
壁
を
破
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
政
治
風
土
に
す
ら
な
っ
て
い

る
」
と
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
に
寄
稿
し
た）
72
（

。

し
か
も
大
平
が
六
月
一
二
日
、
現
職
総
理
の
ま
ま
他
界
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で

も
大
平
は
、
倒
れ
る
三
日
前
の
五
月
二
七
日
に
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置

等
に
つ
い
て
」
を
閣
議
了
解
と
し
て
い
た
。
閣
議
決
定
が
内
閣
の
職
務
権
限
に
関

す
る
決
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
閣
議
了
解
と
は
本
来
的
に
主
任
大
臣
の
権
限
事

項
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
重
要
性
ゆ
え
に
内
閣
で
了
解
し
て
お
く
も
の
で
あ
る）
73
（

。

閣
議
了
解
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
の
趣
旨
は
、
情
報

提
供
の
た
め
の
手
続
き
と
窓
口
の
整
備
、
情
報
提
供
の
充
実
と
国
民
へ
の
周
知
に

あ
っ
た
。「
公
文
書
等
の
国
立
公
文
書
館
に
対
す
る
移
管
及
び
国
立
公
文
書
館
に

お
け
る
公
開
措
置
を
促
進
す
る
」
と
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
肝
心
な
移
管
公

開
の
年
限
が
欠
け
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
閣
議
了
解
で
は
、
一
九
六
五
年
四
月
一
五
日
に
事
務
次
官
会
議
で

申
し
合
わ
せ
た
「
秘
密
文
書
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
第
五
項
を
一
層
励
行
す

る
と
さ
れ
た
。
第
五
項
と
は
、
秘
密
文
書
に
は
期
間
を
明
記
し
、
そ
の
期
間
が
経

過
す
れ
ば
解
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
期
間
中
で
も
秘
密
に
す
る
必
要
が
な

く
な
れ
ば
解
除
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
「
期
間
を
明
記
」
と
あ
る
だ
け

で
、
そ
れ
が
何
年
な
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
閣
議
了
解
は
、
擬

似
的
三
〇
年
ル
ー
ル
で
す
ら
な
い
。

今
後
の
検
討
事
項
と
し
て
は
、
情
報
の
体
系
的
分
類
、
各
省
庁
に
共
通
す
る
公

開
基
準
の
策
定
が
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
情
報
公
開
法
に
つ
い
て
は
「
諸
外
国
に

お
け
る
法
制
と
そ
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
な
ど
、
我
が
国
の
実
情
に

合
っ
た
情
報
公
開
に
関
す
る
法
制
化
の
諸
問
題
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
を
進
め

る
」
に
と
ど
ま
っ
た
。

鈴
木
善
幸
内
閣
が
一
九
八
〇
年
七
月
一
七
日
に
成
立
す
る
と
、
袖そ
で

井い

林り
ん

二じ

郎ろ
う

法
政
大
学
教
授
、
竹た
け

前ま
え

栄え
い

治じ

東
京
経
済
大
学
教
授
ら
は
八
月
二
三
日
、
鈴
木
宛

て
に
「
公
文
書
公
開
に
関
す
る
要
請
書
」
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
閣
審
議

室
は
一
〇
月
一
六
日
か
ら
翌
年
五
月
に
か
け
て
計
六
回
、
各
省
庁
の
文
書
主
管
課

長
と
情
報
公
開
制
度
研
究
会
を
開
催
し
た
。
第
二
回
か
ら
は
、
平
松
毅
（
奈
良
女
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子
大
学
助
教
授
）、植
村
栄
治
（
成
蹊
大
学
助
教
授
）、金
井
圓
（
東
京
大
学
教
授
）、

佐
藤
幸
治
（
京
都
大
学
教
授
）
を
外
部
講
師
に
招
き
、
諸
外
国
の
情
報
公
開
や
法

制
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
報
告
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
平
松
は
第
二
回
と
第
五
回

で
計
二
度
報
告
し
て
い
る
。

他
方
、
柳
谷
謙
介
外
務
大
臣
官
房
長
は
石
川
周
内
閣
審
議
室
長
の
依
頼
に
応
じ

て
、
先
進
国
の
情
報
公
開
制
度
を
内
閣
審
議
室
に
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
、
鈴
木

首
相
、
各
省
庁
と
も
情
報
公
開
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
情
報
公
開
制
度
研
究
会
は
、

文
字
通
り
研
究
会
の
域
を
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）
74
（

。

結
び
に
代
え
て
―
―
制
度
史
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
論
旨
を
ま
と
め
な
が
ら
、
そ
の
後
を
展
望
し
た
い
。

一
九
七
六
年
の
外
交
記
録
公
開
は
、
い
く
つ
も
の
難
点
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
戦
後

記
録
公
開
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
首
相
と
な
っ
た
大
平
は
一
九

八
〇
年
に
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
を
閣
議
了
解
と
し
た

が
、
外
務
省
以
外
の
省
庁
で
情
報
公
開
は
進
ま
な
か
っ
た
。
外
務
省
と
他
省
庁
の

間
で
差
違
が
生
じ
た
原
因
は
、外
相
時
代
の
大
平
が
熱
心
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、

外
務
省
に
は
戦
前
か
ら
文
書
編
纂
の
伝
統
が
あ
り
、
外
交
史
料
館
で
戦
前
期
外
交

記
録
を
公
開
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

大
平
以
後
の
政
治
家
は
文
書
公
開
に
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
ず
、
官
僚
機
構
の
秘

密
主
義
を
抜
本
的
に
改
革
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
も
し
も
大
平
が
生
き
長
ら
え

て
い
た
ら
、
法
整
備
や
保
存
公
開
を
欧
米
並
み
の
水
準
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
か

も
し
れ
な
い
。

で
は
な
ぜ
大
平
は
、
か
く
も
文
書
公
開
に
熱
心
だ
っ
た
の
か
。
冒
頭
で
指
摘
し

た
佐
藤
内
閣
後
期
の
四
つ
の
背
景
に
加
え
、
池
田
内
閣
期
に
「
核
密
約
」
の
解
釈

を
ア
メ
リ
カ
に
押
し
付
け
ら
れ
た
と
い
う
苦
い
経
験
が
大
平
に
は
あ
っ
た
。
国
民

と
の
間
に
「
核
密
約
」
や
日
米
関
係
を
め
ぐ
っ
て
溝
が
深
ま
っ
て
い
る
と
大
平
は

懸
念
し
た
の
で
あ
る）
75
（

。

外
務
省
は
、
国
内
的
に
は
文
書
公
開
の
優
等
生
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
欧
米
の

水
準
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
動
き
は
省
内
か
ら
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
文
書
公
開

制
度
を
発
展
さ
せ
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
、
前
例
と
継
続
を
重
ん
じ
る
官
僚
か
ら
は

出
て
き
に
く
い
。

以
上
の
こ
と
は
、
外
務
省
文
書
の
制
度
史
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
示
唆
的
で
あ

ろ
う
。
外
交
記
録
公
開
、
ひ
い
て
は
公
文
書
管
理
の
制
度
史
的
研
究
に
お
い
て
、

官
僚
機
構
に
内
在
す
る
視
点
は
も
ち
ろ
ん
重
要
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
て
い

な
い
。
現
代
に
近
づ
く
ほ
ど
新
し
い
制
度
を
生
み
出
す
の
は
、
政
治
家
、
官
僚
、

有
識
者
と
い
う
三
者
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
細
谷
や
萩
原
ら
が
外
交
記
録
公
開
で
果
た
し
た
役
割
は
等
閑
に
付
さ

れ
が
ち
で
あ
り
、
大
平
外
相
に
つ
い
て
も
国
会
答
弁
が
断
片
的
に
引
用
さ
れ
る
に

と
ど
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
大
平
が
首
相
と
し
て
情
報
公
開
法
の
制
定
に
踏
み
出
す

の
は
、
第
二
次
内
閣
発
足
に
際
し
て
首
班
指
名
を
確
実
に
す
べ
く
、
新
自
由
ク
ラ

ブ
と
政
策
合
意
を
交
わ
し
た
た
め
で
あ
る
。

本
稿
は
外
交
記
録
公
開
の
分
析
に
際
し
て
、
政
界
、
官
界
、
学
界
の
三
者
関
係

と
い
う
視
角
を
用
い
た
。
い
わ
ば
、
動
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
伴
う
「
政
官
学
ト
ラ
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イ
ア
ン
グ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
務
省
の

文
書
や
制
度
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
や
知
識
人
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
よ
り
実

態
に
近
い
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ
る
制
度
史
研
究
の
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
と
い
っ
て
も
、
三
者
が
同
列
だ
っ
た
わ
け
で
は
も

ち
ろ
ん
な
い
。
大
平
外
相
は
官
僚
に
検
討
を
命
じ
る
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
を
受
け

た
外
務
省
員
が
有
識
者
と
懇
談
し
た
に
せ
よ
、短
期
間
で
あ
り
、説
明
会
に
近
か
っ

た
の
が
実
態
で
あ
ろ
う
。
一
定
期
間
後
の
非
公
開
文
書
の
再
審
査
制
度
な
ど
、
細

谷
ら
の
意
見
は
な
か
な
か
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
三
者
の
協
力
と
相
克
の
プ
ロ
セ

ス
か
ら
三
〇
年
ル
ー
ル
は
出
発
し
た
も
の
の
、
大
平
が
描
く
全
省
庁
で
の
文
書
公

開
制
度
は
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
不
成
立
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

細
谷
の
よ
う
な
有
識
者
が
個
別
に
外
務
省
関
係
者
に
助
言
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
外
務
省
は
公
開
審
査
に
学
識
経
験
者
を
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
外
務
省
に
外

交
記
録
公
開
推
進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
に
有
識
者
が
加
わ
る
の
は
、
二
〇

一
〇
年
六
月
一
七
日
の
こ
と
で
あ
る）
76
（

。

外
務
省
に
は
事
務
次
官
│
官
房
長
│
文
書
課
長
と
い
う
政
策
決
定
の
ラ
イ
ン

と
、
外
交
記
録
調
査
室
、
記
録
公
開
審
査
室
、
情
報
・
記
録
公
開
室
、
外
交
記
録

審
査
室
、
外
交
記
録
・
情
報
公
開
室
と
い
う
実
務
的
な
部
局
が
あ
る
。
こ
の
た
め

本
稿
で
は
、
外
交
記
録
公
開
の
当
事
者
で
あ
っ
た
裏
方
に
も
光
を
当
て
る
よ
う
に

努
め
た
。

ま
た
、
こ
の
問
題
で
の
ア
ク
タ
ー
は
政
官
学
の
三
者
に
限
ら
れ
な
い
。
外
交
記

録
公
開
で
外
務
省
は
、
主
な
利
用
者
と
な
る
研
究
者
よ
り
も
、
メ
デ
ィ
ア
の
取
り

上
げ
方
に
注
意
を
向
け
て
い
た
。
情
報
公
開
法
の
制
定
に
向
け
て
は
、
メ
デ
ィ
ア

の
ほ
か
、「
情
報
公
開
法
を
求
め
る
市
民
運
動
」
や
地
方
自
治
体
の
動
き
も
重
要

で
あ
る
。「
情
報
公
開
法
を
求
め
る
市
民
運
動
」
は
一
九
八
〇
年
三
月
二
九
日
に

結
成
さ
れ
、
六
〇
の
市
民
団
体
が
集
ま
っ
た
。
篠
原
は
、「
久
し
ぶ
り
に
ふ
く
ら

み
の
あ
る
市
民
運
動
の
姿
を
み
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
記
し
て
い
る）
77
（

。

大
平
没
後
、
情
報
公
開
法
の
制
定
は
進
ま
な
か
っ
た
。
閣
議
了
解
「
情
報
提
供

に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
の
具
体
的
成
果
は
、
各
省
庁
で
公
文
書
閲
覧

の
窓
口
業
務
が
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ

う
。
外
務
省
の
戦
後
外
交
記
録
に
つ
い
て
は
、
閣
議
了
解
に
よ
っ
て
も
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
で
の
閲
覧
に
変
化
は
な
か
っ
た
。

内
閣
審
議
室
に
よ
る
と
、
各
省
庁
で
公
開
さ
れ
る
文
書
は
「
秘
密
文
書
を
除
い

た
も
の
に
限
る
」と
さ
れ
、こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
資
料
や
刊
行
物
が
中
心
と
な
っ

た
。
し
か
も
、
外
交
史
料
館
以
外
の
各
省
庁
で
は
、
複
写
に
す
ら
応
じ
な
か
っ
た
。

目
録
に
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
官
房
総
務
課
や
文
書
課
が
相
談
に
応
じ
る
も
の

の
、
秘
文
書
は
非
公
開
と
さ
れ
、
開
示
を
求
め
る
す
べ
は
な
か
っ
た）
78
（

。

長
い
目
で
み
る
な
ら
大
平
の
努
力
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た
が
、
情
報
公
開
法
成

立
に
は
没
後
一
九
年
後
の
一
九
九
九
年
五
月
七
日
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

施
行
は
二
〇
〇
一
年
四
月
一
日
で
あ
る
。
全
国
初
の
情
報
公
開
制
度
は
一
九
八
二

年
四
月
一
日
、
人
口
わ
ず
か
約
八
〇
〇
〇
人
の
山
形
県
最
上
郡
金
山
町
で
始
ま
っ

て
い
た）
79
（

。

注（
1
）
マ
ド
リ
ー
ド
大
会
の
参
加
国
は
三
八
カ
国
に
す
ぎ
ず
、
日
本
は
出
席
し
て
い
な
い
。
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日
本
の
国
立
公
文
書
館
が
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
加
盟
し
た
の
は
、
一
九
七
二
年
八
月
の
こ
と
で

あ
る
。
小
川
千
代
子
『
情
報
公
開
の
源
流
―
―
三
〇
年
原
則
と
Ｉ
Ｃ
Ａ
』（
岩
田
書
院
、

一
九
九
六
年
）
一
│
二
、
六
―
八
、
一
六
―
一
七
、
八
六
、
一
〇
九
、
一
一
三
頁
、

小
原
由
美
子
「
Ｉ
Ｃ
Ａ
三
〇
年
原
則
制
定
の
背
景
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
四
号
、

二
〇
一
一
年
）
五
四
頁
。

（
2
）Executive O

rder 11652, M
arch 8, 1972, W

eekly Com
pilation of Presidential 

D
ocum

ents, V
ol. 8, N

o. 11 (1972), pp. 542-550; 

泉
昌
一
「
政
府
秘
密
文
書
と
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ク
セ
ス
―
―
ア
メ
リ
カ
の
場
合
」（『
国
際
問
題
』
第
一
九
三
号
、

一
九
七
六
年
）
二
―
一
五
頁
、藤
本
芳
男
「
外
交
記
録
の
管
理
と
公
開
」（『
国
際
問
題
』

第
一
九
三
号
、
一
九
七
六
年
）
二
七
―
三
四
頁
。

（
3
）
萩
原
延
壽
「
外
国
交
際
の
決
め
手
に
な
る
も
の
―
―
坂
野
正
高
著
『
現
代
外
交
の
分

析
』」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
二
年
五
月
号
）
一
〇
四
―
一
一
四
頁
。
同
稿
は
、「
外

国
交
際
に
つ
い
て
―
―
坂
野
正
高
『
現
代
外
交
の
分
析
』」
と
改
題
の
う
え
、
同
『
萩

原
延
壽
集 

５ 

書
書
周
悠
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
三
―
二
三
頁
所
収
。

　

大
平
と
萩
原
延
壽
の
関
係
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、
吉
村
道
男
『
道
ひ
と
す
じ

│
│
外
交
史
料
館
で
考
え
た
こ
と
』（
和
光
・
風
の
里
、
二
〇
一
五
年
）
二
三
一
―

二
三
四
頁
。

（
4
）『
読
売
新
聞
』
一
九
七
二
年
一
二
月
七
日
、
一
九
七
七
年
二
月
一
一
日
、『
朝
日
新
聞
』

一
九
七
九
年
九
月
七
日
、『
毎
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
六
月
一
三
日
。

（
5
）
萩
原
延
壽
「
三
十
年
ル
ー
ル
の
こ
と
」（「
大
平
正
芳
関
係
文
書
」042103100, 

http://j-dac.jp/O
H
IRA
/index.htm

l 

二
〇
一
八
年
八
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）。
の
ち

に
、
大
平
正
芳
回
想
録
刊
行
会
編
『
大
平
正
芳
回
想
録
―
―
追
想
編
』（
大
平
正
芳
回

想
録
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
二
六
八
―
二
六
九
頁
、
萩
原
延
壽
『
萩
原
延
壽
集 

７ 

精
神
の
共
和
国
―
―
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
②
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

二
三
一
―
二
三
三
頁
所
収
。

（
6
）
萩
原
延
壽
「
首
相
池
田
勇
人
論
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
四
年
七
月
号
）
四
八
―

六
一
頁
、
同
「
池
田
時
代
の
遺
産
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
四
年
一
二
月
号
）

二
〇
〇
―
二
〇
四
頁
、「
萩
原
延
壽
か
ら
の
書
簡
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
四
日
）」（「
大

平
正
芳
関
係
文
書
」052001416

）、
粕
谷
一
希
『
中
央
公
論
社
と
私
』（
文
藝
春
秋
、

一
九
九
九
年
）
一
四
六
―
一
五
二
頁
、同
『
戦
後
思
潮
―
―
知
識
人
た
ち
の
肖
像
』（
藤

原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
二
―
三
一
三
頁
、
同
『
粕
谷
一
希
随
想
集 

１ 

忘
れ
え

ぬ
人
び
と
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
四
―
二
六
二
頁
。

　

萩
原
論
文
は
、
萩
原
『
萩
原
延
壽
集 

６ 

自
由
の
か
た
ち
―
―
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
①
』

（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
七
五
―
九
五
、一
一
四
―
一
二
二
頁
所
収
。
伊
藤

昌
哉
『
池
田
勇
人
』（
時
事
通
信
社
、
一
九
八
五
年
）、
同
『
池
田
勇
人
と
そ
の
時
代
』

（
朝
日
文
庫
、
一
九
八
五
年
）
に
萩
原
は
出
て
こ
な
い
。

（
7
）
森
田
一
／
福
永
文
夫
・
井
上
正
也
編
『
大
平
正
芳
秘
書
官
日
記
』（
東
京
堂
出
版
、
二

〇
一
八
年
）
三
、
一
〇
〇
、
一
三
七
、
一
四
七
、
一
八
二
、
三
五
五
、
五
五
一
、
六

一
二
頁
。
大
平
正
芳
／
福
永
文
夫
監
修
『
大
平
正
芳
全
著
作
集
』
第
七
巻
（
講
談
社
、

二
〇
一
二
年
）
所
収
の
大
平
日
記
、
手
帳
メ
モ
に
萩
原
は
出
て
こ
な
い
。

（
8
）
萩
原
延
壽
「
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
文
記
録
保
管
所
」（『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
第
九
九
号
、

一
九
五
九
年
）
八
七
―
九
五
頁
、同
「
ア
メ
リ
カ
の
国
会
図
書
館
立
法
考
査
局
」（『
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
』
第
一
〇
二
号
、
一
九
五
九
年
）
七
八
―
一
〇
〇
頁
、
同
「
ゲ
イ
ツ
ケ

ル
の
死
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
三
年
三
月
号
）
九
一
頁
、
同
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
英
労
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働
党
党
首
」（『
中
央
公
論
』
一
九
六
三
年
九
月
号
）
六
二
―
六
八
頁
、
萩
原
延
壽
の

紙
碑
を
作
る
会
編
「
萩
原
延
壽 

著
述
目
録
と
年
譜
」（
萩
原
延
壽
弟
妹
一
同
、

二
〇
〇
二
年
）
七
七
―
八
四
頁
。

　

こ
れ
ら
は
、
萩
原
『
萩
原
延
壽
集 

６ 

自
由
の
か
た
ち
』
五
―
二
〇
頁
、
同
『
萩
原

延
壽
集 

７ 
精
神
の
共
和
国
』二
七
五
―
三
一
九
、
三
九
三
―
三
九
九
頁
所
収
と
な
る
。

　

萩
原
延
壽
・
原
口
敬
明
・
今
井
庄
次
「
政
治
・
外
交
資
料
の
話
」（
今
井
庄
次
編
『
現

代
日
本
記
録
全
集 

７ 
政
治
と
外
交
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
三
―
一
九
頁
も
参

照
。

（
9
）「
萩
原
延
壽
か
ら
の
書
簡
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
四
日
）」、
萩
原
『
萩
原
延
壽
集 

７ 

精
神
の
共
和
国
』
三
二
四
頁
。

（
10
）「
第
七
一
回
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
」
第
二
〇
号
、
一
九
七
三
年
六
月
六
日
、
四
頁
。

（
11
）「
第
七
一
回
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
」
第
二
三
号
、
一
九
七
三
年
六
月
二
〇
日
、

二
五
頁
。

（
12
）「
第
七
二
回
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
」
第
八
号
、
一
九
七
四
年
三
月
四
日
、
一
八
頁
。

（
13
）『
官
報
』
一
九
七
四
年
六
月
一
一
日
、
八
月
三
日
。

（
14
）
外
務
省
情
報
文
化
局
「
最
近
に
お
け
る
宮
澤
外
務
大
臣
の
主
要
演
説
集
」
一
九
七
五

年
一
〇
月
（
筆
者
所
蔵
）、
政
策
研
究
大
学
院
大
学
Ｃ
．
Ｏ
．
Ｅ
．
オ
ー
ラ
ル
・
政
策

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
宮
澤
喜
一
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」（
政
策
研
究
大
学
院
大
学
、

二
〇
〇
四
年
）、
御
厨
貴
・
中
村
隆
英
編
『
聞
き
書 

宮
澤
喜
一
回
顧
録
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）、
五
百
旗
頭
真
・
伊
藤
元
重
・
薬
師
寺
克
行
編
『
九
〇
年
代
の
証
言 

宮
澤
喜
一 

保
守
本
流
の
軌
跡
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
近
代
日
本
史
料
研

究
会
「
宮
澤
喜
一
関
係
文
書
目
録
」
全
四
冊
（
近
代
日
本
史
料
研
究
会
、二
〇
〇
七
年
）。

（
15
）
外
務
省
大
臣
官
房
文
書
課
「
戦
後
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
（
案
）」

一
九
七
五
年
九
月
五
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―

二
四
二
―
一
）、
同
「
戦
後
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
（
骨
子
）」
一
九
七
五

年
九
月
一
一
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
四
二
―

二
）、
外
務
省
大
臣
官
房
「
戦
後
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
（
案
）」

一
九
七
五
年
九
月
一
二
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―

二
四
二
―
三
）、
高
裁
案
「
外
交
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
」
一
九
七
五
年

一
〇
月
二
二
日
宮
澤
外
相
決
裁
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、

二
〇
一
八
―
二
四
二
―
四
）、
外
務
省
「
外
交
記
録
の
公
開
に
関
す
る
基
本
方
針
案
」

一
九
七
五
年
一
〇
月
二
二
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八

―
二
四
二
―
五
）。

（
16
）
文
書
課
「
第
一
回
外
交
史
料
研
究
懇
談
会
記
録
」
一
九
七
五
年
一
〇
月
二
二
日
（
情

報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
四
二
―
六
）、
同
「
第
二
回
外

交
史
料
研
究
懇
談
会
記
録
」
一
九
七
五
年
一
一
月
一
九
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外

務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
四
二
―
七
）、
高
裁
案
「
外
交
記
録
の
公
開
に
関
す

る
基
本
方
針
」
一
九
七
五
年
一
二
月
一
九
日
宮
澤
外
相
決
裁
（
情
報
公
開
法
に
よ
る

外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
四
二
―
八
）。

（
17
）
原
口
邦
紘
（
元
外
務
省
外
交
史
料
館
副
館
長
、
元
日
本
外
交
文
書
編
纂
委
員
）
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。
高
橋
和
宏
「
外
交
記
録
の
公
開
に
向

け
た
外
交
史
料
館
の
取
組
」（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
一
四
一
九
号
、
二
〇
一
一
年
）

六
七
頁
も
参
照
。

（
18
）
伊
藤
正
己
『
言
論
・
出
版
の
自
由
―
―
そ
の
制
約
と
違
憲
審
査
の
基
準
』（
岩
波
書
店
、
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一
九
五
九
年
）、
同
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
19
）
記
事
資
料
「
外
交
記
録
の
公
開
に
つ
い
て
」
一
九
七
五
年
一
二
月
二
五
日
（
外
務
省

情
報
文
化
局
『
外
務
省
公
表
集
（
昭
和
五
十
年
）』）
二
八
二
―
二
八
三
頁
。

（
20
）
原
口
邦
紘
「
い
わ
ゆ
る
『
戦
後
外
交
記
録
公
開
制
度
』
の
沿
革
と
課
題
お
よ
び
二
、三

の
提
言
」（
日
本
国
際
政
治
学
会
日
本
外
交
史
分
科
会
、二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
三
日
）。

熊
本
史
雄
「
外
務
省
記
録
と
外
交
史
研
究
」（『
中
央
史
学
』
第
三
四
号
、二
〇
一
一
年
）

三
五
頁
も
参
照
。
小
池
聖
一
『
近
代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
』（
現
代
史
料
出
版
、

二
〇
〇
八
年
）
二
三
五
―
二
三
九
頁
も
、
戦
後
外
交
記
録
公
開
の
諸
問
題
を
指
摘
し

て
い
る
。

（
21
）
藤
本
「
外
交
記
録
の
管
理
と
公
開
」
二
七
―
三
四
頁
。

（
22
）
外
務
事
務
次
官
決
裁
「
外
務
省
記
録
及
び
記
録
文
書
保
管
、
保
存
、
廃
棄
規
程
」

一
九
六
一
年
八
月
三
〇
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―

二
五
五
―
一
）、
中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集 

中
央
行
政
機
関
編
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
一
―
五
〇
四
頁
。

（
23
）
藤
本
「
外
交
記
録
の
管
理
と
公
開
」
二
七
―
三
四
頁
。
同
稿
三
二
、
三
四
頁
に
引
用

さ
れ
て
い
るA

rthur G
. K
ogan (H

istorical O
ffice, D

epartm
ent of State), 

"A
vailability of D

iplom
atic Records," A

m
erican Journal of International 

Law
, V
ol. 69, N

o.3 (1975), pp. 633-634

の
ア
メ
リ
カ
国
務
省
調
査
に
よ
る
と
、
国

務
省
の
外
交
記
録
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
公
開
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七

年
で
あ
り
、
同
稿
執
筆
時
の
一
九
七
五
年
で
は
一
二
四
カ
国
中
八
〇
カ
国
で
外
交
記

録
が
非
公
開
と
さ
れ
、
三
〇
年
ル
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

西
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
ぐ
ら
い
だ
と
い
う
。

（
24
）
外
務
省
内
の
検
討
に
つ
い
て
、
関
連
し
そ
う
な
フ
ァ
イ
ル
を
探
し
て
み
た
が
、
外
交

史
料
館
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、「
外
務
省
行
政
組
織
関
係
雑
件
」
第
七

巻
（M

'.1.3.1.1, 

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）
は
、
一
九
六
六
年
六
月
か
ら
一
九
七
六

年
一
月
の
組
織
改
廃
な
ど
に
関
す
る
簿
冊
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
局
設
置
に
際
し
て
の

局
内
執
務
体
制
」、「
国
際
資
料
部
内
の
設
置
関
係
」、「
経
済
協
力
事
務
体
制
の
刷
新

措
置
」、「
調
査
部
の
設
置
と
国
際
資
料
部
の
廃
止
」、「
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
中
東
室

の
設
置
」
な
ど
の
文
書
を
収
録
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
交
記
録
公
開
の
実
施
に
関

す
る
文
書
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
25
）
日
本
国
際
政
治
学
会
太
平
洋
戦
争
原
因
研
究
部
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道 

開
戦
外
交

史
』
全
七
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
二
―
一
九
六
三
年
）、
稲
葉
正
夫
・
小
林
龍
夫
・

島
田
俊
彦
・
角
田
順
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道 

開
戦
外
交
史
』
別
巻
資
料
編
（
朝
日

新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）。

（
26
）
永
井
陽
之
助
・
入
江
昭
・
秦
郁
彦
「
外
交
政
策
決
定
と
外
交
文
書
」（『
国
際
問
題
』

第
一
九
三
号
、
一
九
七
六
年
）
三
五
―
四
九
頁
。

（
27
）「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件 

連
合
軍
と
の
間
の
来
往
信
綴
」
全

一
八
二
巻
（A

'.1.0.0.2-2, 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムA

'-0001

〜0049, 

外
務
省
外
交
史
料

館
所
蔵
）、「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件 

連
合
軍
側
と
日
本
側
の
連

絡
関
係 

会
談
集
」
全
二
巻
（A

'.1.0.0.2-3-2, 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムA

'-0054, 

外
務
省

外
交
史
料
館
所
蔵
）、「
帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件
」
全
三
巻
（A

'.3.0.0.2, 

マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ムA

'-0091, 

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、「
帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件 

憲
法

改
正
草
案
要
綱
関
係
」
全
一
巻
（A

'.3.0.0.2-1, 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムA

'-0092, 

外
務

省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、「
帝
国
憲
法
改
正
関
係
一
件 

研
究
資
料
」
全
二
巻
（A

'.3.0.0.2-
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2, 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムA

'-0092, 

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、
外
務
省
編
『
わ
が
外

交
の
近
況
』
第
二
〇
号
上
巻
（
外
務
省
、
一
九
七
六
年
）
三
三
八
頁
、
同
編
『
わ
が

外
交
の
近
況
』
第
二
一
号
上
巻
（
外
務
省
、
一
九
七
七
年
）
三
四
四
頁
。

「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件 

連
合
軍
と
の
間
の
来
往
信
綴
」
原
本

に
つ
い
て
は
、
要
審
査
の
た
め
利
用
請
求
中
。

（
28
）『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
。
な
お
、
約
一
〇
万
頁
と
い
う
数
字
は
、
一

冊
平
均
を
五
〇
〇
頁
と
し
た
概
数
と
推
測
さ
れ
る
。

（
29
）
細
谷
千
博
「
外
交
の
〈
民
主
化
〉
実
現
へ
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
）。

（
30
）
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

（
31
）
福
田
歓
一
「
民
主
政
治
の
将
来
に
貢
献
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
）、

高
坂
正
堯
「
外
交
文
書
公
開
の
意
義
」（『
月
刊
自
由
民
主
』
第
二
四
六
号
、

一
九
七
六
年
）
四
―
五
頁
。

（
32
）
こ
れ
ら
を
疑
問
視
し
た
報
道
と
し
て
、「
戦
後
史
の
真
実
を
解
明
す
る
外
交
文
書
の
公

開
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
七
六
年
六
月
一
五
日
号
）
一
〇
―
一
一
頁
。

（
33
）
外
交
記
録
審
査
室
「
外
交
記
録
公
開
に
つ
い
て
（
有
識
者
諮
問
会
議
用
）」
二
〇
〇
三

年
七
月
一
五
日
（
関
係
者
か
ら
入
手
）。　

（
34
）
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
何
が
欠
落
し
た
か
は
、
原
本
が
全
面
的
に
公
開
さ
れ
て
か
ら
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
照
合
し
な
い
限
り
確
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
作
成
用
と
し
て
、
原
本
か
ら
複
製
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、「
日
華
平
和
条
約
関
係
一
件
」
第
五
巻
（B'.4.1.2.3, 

外
務
省
外
交
史
料
館
所

蔵
）
に
は
「
別
冊
」
が
あ
り
、
第
五
巻
に
は
「
別
冊
は
第
九
回
公
開
撮
影
用
に
作
成

し
た
も
の
。（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
）」
と
あ
る
。

（
35
）
藤
本
「
外
交
記
録
の
管
理
と
公
開
」
三
四
頁
。

（
36
）
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

（
37
）『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
六
月
六
日
夕
刊
。
第
三
回
外
交
記
録
公
開
に
際
し
て
の
記

事
。

（
38
）
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

　

な
お
、
一
九
八
五
年
四
月
六
日
時
点
の
文
書
課
企
画
官
一
人
（
外
務
省
編
『
外
交

青
書
』
第
二
九
号
、
外
務
省
、
一
九
八
五
年
、
五
四
二
頁
）
が
、
一
九
八
六
年
四
月

五
日
時
点
で
文
書
課
企
画
官
三
人
（
外
務
省
編
『
外
交
青
書
』
第
三
〇
号
、
外
務
省
、

一
九
八
六
年
、
五
三
二
頁
）
に
二
人
増
員
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
官
報
』

一
九
八
六
年
八
月
四
日
号
で
は
林
渉
が
八
月
一
日
付
け
で
「
大
臣
官
房
文
書
課
企
画

官
に
昇
任
さ
せ
る
」
と
あ
り
、『
官
報
』
一
九
八
六
年
九
月
三
日
号
で
は
須
山
章
が
九

月
一
日
付
け
で
「
大
臣
官
房
文
書
課
企
画
官
に
昇
任
さ
せ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
前
後
か
ら
記
録
公
開
審
査
室
は
実
質
的
に
始
動
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
三
月
二
五
日
は
、
第
八
回
外
交
記
録
公
開
の
対
象
時
期

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
米
行
政
協
定
、
日
韓
会
談
、
日
華
平
和
条
約
な
ど
が

非
公
開
と
な
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

（
39
）「
第
一
〇
二
回
国
会
衆
議
院
安
全
保
障
特
別
委
員
会
議
事
録
」
第
四
号
、
一
九
八
五
年

四
月
八
日
、
二
一
頁
。

（
40
）
林
渉
（
元
駐
チ
リ
大
使
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
六
日
。

（
41
）
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

（
42
）
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
外
交
記
録
審
査
室
「
外
交
記
録
公
開
に
つ
い
て
（
有
識
者

諮
問
会
議
用
）」
二
〇
〇
三
年
七
月
一
五
日
（
関
係
者
か
ら
入
手
）、
同
「
第
二
回
外
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交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
」
二
〇
〇
四
年
二
月
四
日
（
同
前
）、同
「
第

三
回
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
」
二
〇
〇
四
年
七
月
一
四
日
（
同

前
）、
総
務
課
「
第
一
回
『
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
』
の
開
催
に

つ
い
て
」
二
〇
〇
三
年
八
月
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八

―
三
一
〇
）。

　

総
務
課
「
第
一
回
『
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮
問
会
議
』
の
開
催
に
つ

い
て
」
は
、
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/annai/

honsho/kai_genjo/kodo_sj/pdfs/hokoku_8.pdf 

二
〇
一
八
年
九
月
五
日
ア
ク
セ

ス
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
電
子
デ
ー
タ
と
同
一
で
一
頁
し
か
な
い
。
外
交
記
録
・
情

報
公
開
室
に
よ
る
と
、「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
文
書
は
保
存
期

間
満
了
に
よ
り
す
べ
て
廃
棄
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
に
一
頁
が
電
子
媒
体
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
一
頁
だ

け
が
「
開
示
」
さ
れ
た
。

（
43
）
波
多
野
澄
雄
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
九
月
二
一
日
、
河
野
康
子
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
日
。

　

な
お
、
波
多
野
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年
六
月
と
九
月
に
外
交
記
録
公
開
の
促
進

に
つ
い
て
、
外
務
省
と
非
公
式
な
懇
談
が
行
わ
れ
、
波
多
野
、
細
谷
、
吉
村
道
男
（
静

岡
県
立
大
学
教
授
、
元
外
交
史
料
館
編
纂
室
長
）
の
三
人
が
参
加
し
た
と
い
う
。
三

人
は
い
ず
れ
も
日
本
外
交
文
書
編
纂
委
員
会
委
員
で
あ
り
、
細
谷
は
日
本
外
交
文
書

編
纂
委
員
会
委
員
長
だ
っ
た
。

（
44
）
外
務
省
「
歴
史
的
文
書
の
再
審
査
手
続
」
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
決
裁
（
外
務
省

大
臣
官
房
総
務
課
外
交
記
録
審
査
室
「
第
二
回
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
有
識
者
諮

問
会
議
」）。

（
45
）
波
多
野
澄
雄
・
佐
藤
晋
・
細
谷
雄
一
・
原
口
邦
紘
「『
外
交
ア
ー
カ
イ
ブ
』
の
役
割
に

つ
い
て
」（『
外
交
史
料
館
報
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
一
年
）
四
七
、
六
五
頁
。

（
46
）『
サ
ン
ケ
イ
新
聞
』
一
九
七
六
年
七
月
二
六
日
。

（
47
）
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

（
48
）「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」
一
九
七
一
年
四
月
一
五
日
、

一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―

二
五
六
―
一
〜
二
）。
瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
―
―
公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研

究
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
三
八
―
一
三
九
頁
も
参
照
。

（
49
）
高
裁
案
「『
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に
関
す
る
規
則
』
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

一
九
七
六
年
八
月
一
八
日
林
文
書
課
外
交
史
料
館
総
務
室
長
起
案
、
八
月
二
六
日
松

永
信
雄
官
房
長
決
裁
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
九

七
―
二
）、
原
口
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
三
日
。

　

な
お
、
一
九
七
一
年
四
月
一
五
日
「
外
務
省
外
交
史
料
館
の
利
用
に
関
す
る
規
則
」

の
高
裁
案
は
「
不
存
在
」
だ
っ
た
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇

一
八
―
二
九
七
―
一
）。

（
50
）『
官
報
』
一
九
七
〇
年
七
月
三
日
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
三
年
一
月
一
四
日
夕
刊
。

（
51
）
大
蔵
省
印
刷
局
編
『
職
員
録
』
一
九
七
二
年
版
（
内
閣
官
報
局
、
一
九
七
二
年
）

四
五
九
―
四
六
一
頁
、大
蔵
省
印
刷
局
編
『
職
員
録
』
一
九
七
三
年
版
（
内
閣
官
報
局
、

一
九
七
三
年
）
四
五
六
―
四
五
八
頁
に
も
、
外
交
史
料
館
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

初
め
て
『
職
員
録
』
に
外
交
史
料
館
長
が
記
さ
れ
る
の
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
編
『
職

員
録
』
一
九
七
七
年
版
（
内
閣
官
報
局
、
一
九
七
七
年
）
四
四
七
頁
「
外
交
史
料
館 
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調
査
官
（
館
長
）
西
川
次
郎
」
で
あ
る
。

（
52
）『
官
報
』
一
九
七
七
年
四
月
一
八
日
（
号
外
）、一
九
七
八
年
一
月
一
九
日
、六
月
三
日
、

一
九
七
九
年
一
二
月
一
九
日
、『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
四
年
一
一
月
七
日
夕
刊
、
八
日

夕
刊
、
九
日
夕
刊
、
一
〇
日
夕
刊
。

（
53
）
外
務
省
「
外
務
省
に
お
け
る
情
報
公
開
の
現
状
と
問
題
点
」
二
〇
〇
四
年
六
月
二
二

日
（
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

arp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/1364703/w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/

pdf/040622_3.pdf 

二
〇
一
八
年
九
月
三
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
54
）
浅
井
基
文
（
元
外
務
省
ア
ジ
ア
局
中
国
課
長
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
三
年

四
月
四
日
、
拙
編
「
元
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
所
長 

浅
井
基
文
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
（
仮
）」（
土
田
哲
夫
編
『
近
現
代
の
中
国
と
世
界
（
仮
）』（
中
央
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
九
年
刊
行
予
定
）。
長
谷
川
貴
志
「
戦
後
外
務
省
の
文
書
管
理
―
―
占
領
期
か

ら
外
交
権
回
復
後
を
中
心
に
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要 
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
』

第
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
一
一
五
―
一
一
六
頁
も
参
照
。

（
55
）
外
務
省
訓
令
第
六
号
「
外
務
本
省
主
管
文
書
、
記
録
文
書
管
理
規
程
」
一
九
八
〇
年

六
月
一
八
日
決
裁
（
情
報
公
開
法
に
よ
る
外
務
省
開
示
文
書
、
二
〇
一
八
―
二
五
五

―
二
）、
中
野
目
ほ
か
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集 

中
央
行
政
機
関
編
』

五
〇
五
―
五
一
〇
頁
。

（
56
）
拙
著
『
佐
藤
栄
作
―
│
最
長
不
倒
政
権
へ
の
道
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

一
六
三
頁
。

（
57
）
大
平
正
芳
／
福
永
文
夫
監
修
『
大
平
正
芳
全
著
作
集
』
第
四
巻
（
講
談
社
、
二
〇
一

一
年
）
一
八
二
―
一
八
三
頁
。

（
58
）「
萩
原
延
壽
か
ら
の
書
簡
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
三
〇
日
）」（「
大
平
正
芳
関
係
文
書
」

052001415

）。

（
59
）「
萩
原
延
壽
か
ら
の
書
簡
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
四
日
）」。

（
60
）
森
田
一
／
服
部
龍
二
・
昇
亜
美
子
・
中
島
琢
磨
編
『
心
の
一
燈 

回
想
の
大
平
正
芳
―

―
そ
の
人
と
外
交
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
〇
年
）
九
〇
頁
。

（
61
）「
萩
原
延
壽
か
ら
の
書
簡
（
昭
和
五
四
年
一
月
八
日
）」（「
大
平
正
芳
関
係
文
書
」

052001414

）。

（
62
）
内
閣
官
房
内
閣
審
議
室
分
室
・
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
室
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研

究
会
報
告
書
―
一 

文
化
の
時
代
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平

総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
二 

田
園
都
市
国
家
の
構
想
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、

一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
三 

家
庭
基
盤
の
充
実
』

（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
四 

環
太
平
洋
連
帯
の
構
想
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平
総
理
の

政
策
研
究
会
報
告
書
―
五 

総
合
安
全
保
障
戦
略
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、

同
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
六 

対
外
経
済
政
策
の
基
本
』（
大
蔵
省

印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
七 

文
化
の

時
代
の
経
済
運
営
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、
同
編
『
大
平
総
理
の
政
策

研
究
会
報
告
書
―
八 

科
学
技
術
の
史
的
展
開
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）、

同
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
―
九 

多
元
化
社
会
の
生
活
関
心
』（
大
蔵

省
印
刷
局
、
一
九
八
〇
年
）。

（
63
）
萩
原
延
壽
「『
遠
い
崖
』
史
料
の
扉 

海
外
の
私
的
文
書
に
恵
ま
れ
て
」（『
朝
日
新
聞
』

一
九
七
九
年
四
月
二
七
日
夕
刊
）。
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（
64
）
萩
原
「
三
十
年
ル
ー
ル
の
こ
と
」。

（
65
）
大
平
正
芳
／
福
永
文
夫
監
修
『
大
平
正
芳
全
著
作
集
』
第
五
巻
（
講
談
社
、
二
〇
一

一
年
）
二
五
―
三
六
、
一
八
八
頁
。

（
66
）
内
閣
官
房
内
閣
審
議
室
分
室
・
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
室
編
『
大
平
総
理
の
政
策
研

究
会
報
告
書
』
全
九
巻
。

（
67
）
大
平
正
芳
・
河
野
洋
平
「
覚
書
」
一
九
七
九
年
一
一
月
四
日
（「
田
川
誠
一
関
係
文
書
」

一
七
四
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）、「
第
五
回
幹
事
会
討
議
資
料
（
河

野
―
大
平
会
談
・
政
党
支
持
問
題
等
）」
一
九
七
九
年
一
一
月
（「
新
自
由
ク
ラ
ブ
関

係
文
書
」
二
―
三
二
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）、『
朝
日
新
聞
』
一
九

七
九
年
一
一
月
七
日
。

（
68
）『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
九
年
一
二
月
二
五
日
。

（
69
）
大
平
『
大
平
正
芳
全
著
作
集
』
第
五
巻
、
六
六
頁
。

（
70
）「
第
九
一
回
参
議
院
会
議
録
」
第
三
号
、
一
九
八
〇
年
一
月
二
九
日
、
四
頁
。

（
71
）
内
閣
審
議
室
「
情
報
公
開
問
題
に
関
す
る
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇

年
一
月
一
〇
日
、
二
月
八
日
、
三
月
二
九
日
、
五
月
一
二
、
二
一
日
、
七
月
二
二
日
、

九
月
一
九
日
（「
昭
五
五
閣
審 

決
裁
文
書
綴
（
月
例
、
物
価
、
経
済
対
策
、
総
合
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
情
報
公
開
）」
平
二
二
内
閣
一
七
一
一
〇
〇
、
国
立
公

文
書
館
所
蔵
）、
山
田
吉
三
郎
神
奈
川
県
議
会
議
長
「『
情
報
公
開
法
』（
仮
称
）
の
制

定
促
進
に
関
す
る
意
見
書
」
一
九
八
〇
年
三
月
二
七
日
（
同
前
）、
翁
久
次
郎
官
房
副

長
官
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年
五
月
二
六
日
（
同

前
）、
伊
東
正
義
官
房
長
官
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
一
九
八

〇
年
五
月
二
七
日
（
同
前
）。

（
72
）
篠
原
一
「
情
報
公
開
と
市
民
運
動
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
八
〇
年
四
月
八
日
夕
刊
）。

（
73
）
法
令
用
語
研
究
会
編
『
有
斐
閣 

法
律
用
語
辞
典 

第
四
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）

一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
74
）
大
平
内
閣
閣
議
了
解
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年

五
月
二
七
日
（「
昭
五
五
閣
審 

決
裁
文
書
綴
」）、
天
川
晃
ほ
か
「
公
文
書
公
開
に
関

す
る
要
請
書
」
一
九
八
〇
年
八
月
二
三
日
（
同
前
）、
内
閣
審
議
室
「『
情
報
公
開
制

度
研
究
会
』
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年
一
〇
月
九
日
決
裁
（
同
前
）、
同
「
情

報
公
開
制
度
研
究
会
の
開
催
（
第
一
回
）
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
三
日

決
裁
（
同
前
）、
同
「『
情
報
公
開
制
度
研
究
会
』（
第
二
回
）
の
開
催
に
つ
い
て
」

一
九
八
〇
年
一
一
月
五
日
決
裁
（
同
前
）、平
松
毅
「
北
欧
に
お
け
る
公
文
書
公
開
制
」

一
九
八
〇
年
一
一
月
一
四
日
（
同
前
）、内
閣
審
議
室
「『
情
報
公
開
制
度
研
究
会
』（
第

三
回
）
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
〇
年
一
一
月
一
八
日
決
裁
（
同
前
）、
同
「『
情

報
公
開
制
度
研
究
会
』（
第
四
回
）
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
一
年
一
月
七
日
決
裁

（「
昭
五
六
閣
審 

決
裁
文
書
綴
（
総
務
一
般
、
行
革
推
進
本
部
、
金
融
懇
、
情
報
公
開
）」

平
二
三
内
閣
一
六
七
一
〇
〇
、国
立
公
文
書
館
所
蔵
）、同
「『
情
報
公
開
制
度
研
究
会
』

（
第
五
回
）
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
一
年
二
月
二
〇
日
決
裁
（
同
前
）、
同
「
情

報
公
開
問
題
に
関
す
る
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
一
年
四
月
六
日
決
裁

（
同
前
）、
同
「『
情
報
公
開
制
度
研
究
会
』（
第
六
回
）
の
開
催
に
つ
い
て
」

一
九
八
一
年
四
月
三
〇
日
決
裁
（
同
前
）、
同
「
情
報
公
開
問
題
の
今
後
の
処
理
体
制

に
つ
い
て
」
一
九
八
一
年
六
月
一
一
日
決
裁
（
同
前
）、
同
「
情
報
公
開
問
題
に
関
す

る
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」
一
九
八
一
年
六
月
一
八
日
、九
月
一
七
日
決
裁
（
同

前
）、
柳
谷
謙
介
外
務
大
臣
官
房
長
か
ら
石
川
周
内
閣
審
議
室
長
、
一
九
八
一
年
三
月
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五
日
、
四
月
一
六
日
、
五
月
八
日
、
六
月
一
五
日
（
同
前
）。

　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
七
月
一
三
日
、『
毎
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日
、

金
井
圓
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
国
立
文
書
館
制
度
の
発
展
」（
岩
倉
規
夫
・
大

久
保
利
謙
編
『
近
代
文
書
学
へ
の
展
開
』
柏
書
房
、
一
九
八
二
年
）
一
五
八
―
一
九

九
頁
、井
上
正
也「
公
文
書
管
理
と
個
人
情
報
―
―
外
交
文
書
の
事
例
を
中
心
に
」（『
日

本
歴
史
学
協
会
年
報
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
）
三
九
頁
も
参
照
。

（
75
）
拙
著
『
大
平
正
芳 

理
念
と
外
交
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
六
〇
―
六
三
、
九
三

―
九
五
、
一
一
一
―
一
一
二
、
一
二
〇
、
一
四
六
―
一
四
九
、
一
七
二
―
一
七

四
、
二
二
一
頁
、高
橋
和
宏
「
外
務
省
文
書
か
ら
み
た
日
本
の
安
全
保
障
政
策
」（『
防

衛
学
研
究
』
第
五
八
号
、
二
〇
一
八
年
）
四
九
頁
。

（
76
）
外
務
省
「
外
交
記
録
公
開
推
進
委
員
会
第
一
回
会
合
の
開
催
に
つ
い
て
」
二
〇
一
〇

年
六
月
三
〇
日
（
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/

public/suishiniinkai/1gaiyo.htm
l 

二
〇
一
八
年
八
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）。

 

（
77
）
篠
原
「
情
報
公
開
と
市
民
運
動
」、『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
六
、
二
八
日
、

一
九
八
一
年
二
月
一
日
、
三
月
二
九
日
、
八
月
一
九
日
。

（
78
）『
毎
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日

夕
刊
、
二
日
。

（
79
）『
読
売
新
聞
』
一
九
八
二
年
三
月
六
日
。

（『
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
委
員
）


